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はじめに

（林） 税制基本問題研究会の座長をしており
ます関西大学の林と申します。皆さん，今日は
よろしくお願いいたします。
簡単に研究会の紹介をさせていただきます。

２００９年から租研で税をテーマにした研究会を開
催しております。大阪で開催しておりましたけ
れども，コロナ禍以降，オンラインを活用しな
がら，遠方からもご参加いただくという形を取
っております。研究会は財政学の研究者，税法
の研究者，それから，今日もご参加いただいて
おりますけれども，会員企業のメンバーを加え
て，ほぼ毎月実施しております。研究会の中で
はそれぞれの研究者の関心に基づいて，専門に
沿ったトピックの報告に加えて，外部の報告者
による報告もお願いしております。２年に一度
研究会の総括を行っておりますが，今回のクー
ルは「社会・経済環境の変化と税制の課題」を
基本的な共通テーマとしました。メンバーの研
究者の報告については後ほどご紹介があります
けれども，この２年間で立命館大学の本部先生，
同社大学の倉見先生という税法の先生方お二人，
それから，社会の変化を知るという意味で慶應
大学の社会学者である小熊先生にもご登壇いた
だきました。
この研究会では，ある程度筋立てをするため
の共通テーマというものを設定しております。
これまで，消費税の導入や或いはシャウプ勧告
も含めて，「税制改正のあり方」，それから，前
回は「租税原則」というテーマに沿って皆さん
に報告をお願いしてきました。租研大会ではこ
の研究会の成果をご報告するということになっ
ておりまして，「社会・経済環境の変化と税制
の課題」というテーマのもとで報告を行った内
容を後ほどご紹介させていただきます。
社会変革というと，大変大きなテーマです。
近年は，世界的な新型コロナ感染症の拡大もそ
うですし，今日の日本では働き方改革，デジタ

ル化の推進が強調されています。また２０２２年に
入ってからは国際情勢の大きな変化といいます
か，波が起きております。デジタル化や，IT
化というのは随分以前にも言われたことで，い
わば古くて新しい問題とも言えます。しかしな
がら，同じような課題，改革がうたわれたとし
ても，それに対する対応というのは時代によっ
て変わってくるものだろうと考えております。
私は財政の分野なのですけれども，政府がど
ういう働きをするかということについても時代
とともに変わってくる部分もあると思います。
しかし一方で，その大きな根っこの部分，いわ
ゆる経済学的には市場で物事が決まるのが効率
性の面からは望ましいのだけれども，それでは
うまくいかない部分があるから，政府がそこを
補うのだという大きな本筋は全然変わらない。
ただ，対応すべき課題が時代によって変わって
きます。これは税制も同じでしょう。租税は，
公平でなければいけない。それから，税金は効
率的でなければいけない。簡素なものでなけれ
ばいけない。これが日本でうたわれている租税
原則になるわけですけれども，ここのところは
きちんと維持した上で，それぞれの時代に適応
した税制というものを考えていかないといけな
いのだと考えております。
そういった共通の問題意識の上でそれぞれ取
り上げているテーマにつきましては，税制のな
かで所得税だったり，法人課税だったり，消費
税だったりというふうに色々ですけれども，今
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言いましたように，共通テーマを念頭に置いて
報告をしてもらいました。そして外部の先生に
もこういう共通テーマでこの研究会を今現在進
めていますということでお願いしているところ
です。
後ほど財政分野については関西学院の上村先
生に，それから，税法分野の報告については大
阪公立大学の酒井先生に取りまとめをお願いし
ております。今日は研究者から神戸大学の玉岡
先生にもご参画いただいて，そして企業会員の
住友電工の北村様にもご登壇いただいておりま
す。後ほどそれぞれのお立場からこの研究会に
ついてどういうことを感じたのか，或いは何が
課題であったのかというようなことをお話しい
ただくということになっております。
コロナ禍で難しい状況の中，事務局の皆さん
には本当にお世話になりながら進めてまいりま
した。今日は２時間という限られた時間ですけ
れども，有意義な討論会になればと思っており
ます。もし，質問等がありましたら事務局にご
一報ください。研究会の中で共有させていただ
いて，事務局にお答えした方がいいものがあれ
ばお答えするという形で扱わせていただきたい
と思います。
それでは始めます。最初に自己紹介をしてい
ただこうと思います。まず，上村先生，お願い
します。
―――――――――――――――――――――

（上村） 関西学院大学の上村です。こんにち
は。私も林先生同様に，２００９年からこの研究会
に関わっています。当初は地方税研究会で，２０１４
年から税制基本問題研究会に名前は変わりまし
たけれども，実に数えると１４年，１０年以上この
研究会に関わらせていただいています。行政の
世界は縦割りと言われているのですけれども，
実は学問の世界もタコツボ化というか，縦割り
化が非常に進んでいまして，自分の関心領域し
か研究しない研究者がとても増えています。そ
の意味では異なる領域の学問分野を知る機会と

いうのはとても重要なのですが，非常に少なく
なっているのです。この租税研究会の税制基本
問題研究会は租税という切り口で財政学者，税
法学者，あと企業の方が集まっています。これ
は非常に貴重な機会だと思います。
財政学は経済学の応用分野でありますけれど
も，そのアプローチの方法は税法のアプローチ
と全然違いますし，実務的なところともだいぶ
違います。その違いを乗り越えていくというか，
お互いに理解を深めていくという意味ではこの
研究会の意義があると思いますし，今日の討論
会もそういった視点から見てもらえるとちょっ
と楽しめるのではないかと思っています。本日
はどうぞよろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――
（林） それでは，続いて，酒井先生，お願い
します。
―――――――――――――――――――――

（酒井） こんにちは。大阪公立大学法学部の
酒井貴子と申します。本日はご参加ありがとう
ございます。私も２０１１年の秋ごろからこの研究
会に参加させていただいております。私は日頃
租税法を大学で教えている者なのですけれども，
租税法は複合的な科目でありまして，この研究
会では財政学の先生方のご研究を拝聴すること
ができ，大変勉強になっております。本日はも
ちろん，租税法側の報告を担当させていただき
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，玉岡先
生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（玉岡） 神戸大学の玉岡です。皆さん，おは
ようございます。私もこの研究会が発足した当
初からずっと参加しております。研究歴が非常
に長いのですけれども，主に研究していたのは
消費税でして，変わったところでは租税教育で
あるとか，今日も多分出ると思いますけれども，
インボイスです。インボイスの方も３０年近く研
究しています。最近は少し変わって，税務行政
についての研究をしています。日本型税務行政
システムと勝手に名付けていますけれども，ど
ういうものか，どのようにして出来上がってき
たかということについて最近は研究しています。
今日はよろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，北村様，
お願いします。
―――――――――――――――――――――

（北村） 研究会には２０２０年の１１月から参加を
しております。住友電気工業の北村と申します。
弊社は電線を中心とした素材を製造・販売する

メーカーで，私の日頃の業務としましては，法
人としての各種税目の申告納税や，税務コンプ
ライアンスの維持，それから，税制改正に係る
対応等を行っております。私自身は過去に税理
士事務所に勤務していたことがあり，その際は
主に中小法人とか，個人事業主の方々のビジネ
スを見させていただいたということもありまし
て，なるべく規模にかかわらず，事業者目線で
の意見が出せればというのを目標として参加さ
せていただいております。本日もどうぞよろし
くお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。これからは，
まず前半でメンバーである研究者の各報告を財
政学，それから，税法の視点からそれぞれ簡単
に紹介をしていただきます。後半はそれぞれの
発表・報告を踏まえた上で，報告内容に対する
ご意見，或いはちょっとまた別の切り口も含め
て，登壇いただいている先生方のご意見等を頂
きたいと思っております。
それでは，最初に研究会での報告内容を紹介
していただきます。まず上村先生からお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．社会・経済環境の変化と税制

（上村） 関西学院大学の上村です。それでは，
私の方から約１０分間でこれまでの税制基本問題
研究会のシリーズ，社会・経済の変化と税制の
課題における財政学関係の報告の簡単な紹介を
させていただきます。

〔社会・経済環境の変化と税制〕各研究報告の
簡単な紹介（上村）（資料２）
今回のプロジェクトは約２年間の期間でした
けれども，この間の社会・経済環境の変化はと
てもすごいものがありました。言うまでもなく，
新型コロナウイルス感染症の拡大，最近で言う
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と，ロシアのウクライナ侵攻がありましたけれ
ども，私たちは改めてグローバルな社会の中で
生きているということを痛感したということと
税制もまたその変化に対応しないといけないと
いうことを学んだわけです。新型コロナウイル
ス感染症やそういった突発的に生じる経済危機
とは別に例えば少子高齢化とか，所得格差の拡
大や社会保障や社会保障負担の増大，日本財政
の悪化とか，少しずつだけれども，確実に進ん
でいるような変化もあります。こういった変化
に対しても中長期的に持続可能な社会を形成す
るために税制はどう対応すべきかということを
考える必要があります。
短期的な変化と中長期的な変化といった２つ
の変化がありますけれども，こういった社会・
経済環境の変化に対応した税制の課題に取り組
むという問題意識の下にこの２年間の税制基本
問題研究会のシリーズは実施されたわけです。
このシリーズでは財政学と税法の学問領域に大
きく２つに分かれるのですが，そのうちの財政
学関係の各研究報告について私の方から簡単に
紹介させていただきたいと思います。紹介する
順番はその研究報告が実施された順番ですので，
順番に意味があるわけではありません。それで
は，始めます。

〔第１節 上村報告「経済危機局面における財
政再建と税制」〕各研究報告の簡単な紹介（上

村）（資料３）
第１は私自身の報告です。「経済危機局面に
おける財政再建と税制」というタイトルです。
この報告では新型コロナウイルス感染症の拡大
という経済危機を契機にしまして，経済危機局
面における財政再建と税制について考察しまし
た。実のところ，大規模な経済危機というのは
平均して６年に１回ぐらいの割合で生じていま
す。実に頻繁に生じているということで，この
ような経済危機に対応できるのは基本的に財政
のみでして，経済危機のたびに財政は悪化して
しまいます。ただし，経済危機は永久に続くわ
けではありません。危機の後には平時が来ます。
従って，経済危機の後に景気拡大局面が来ると
いうことを考えながら政策を考えておくべきだ
ということです。
リーマンショックと東日本大震災のときの経
験を踏まえると，経済危機局面においては減税
を行うとしても，一時減税にとどめるべきで，
減税を恒久化すると，財政再建が困難になりま
す。また，そういった減税が効果的であるかど
うかの検証も必要です。景気後退局面の消費税
の増税は避けるべきで，景気拡大局面に実施す
べきだということです。新型コロナウイルス感
染症対策には巨額の財政支出を国債発行で行い
ましたけれども，その債務を特別会計で区分経
理して，予算を透明化することが望ましいとい
うことを報告いたしました。

資料３資料２
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〔第２節 林（宏）報告「これからの所得控除
を考える」〕各研究報告の簡単な紹介（上村）
（資料４）
第２は，本日登壇されている関西大学の林宏
昭先生の報告「これからの所得控除を考える」
です。近年，特に所得控除の人的控除，扶養，
配偶者，基礎についてはさまざまな改革が行わ
れてきたわけですけれども，その背景には働き
方の変化や家族形態の変化といった家族経済の
変化，社会経済の変化があったと思います。こ
の報告では人的控除について，世帯人員ごとの
所得税負担を，世帯所得をここでは世帯人数で
すけれども，それを調整した等価所得という指
標から見たときにどのような調整がなされてい
るかということについて検討しています。
給与収入を基本とすると，世帯人員が多いほ
ど税負担は下がるということですが，配偶者控
除の適用の条件によっては高所得層は１人と２
人の税負担が同じになります。さらに等価所得
を用いた場合，等価所得が高くて，世帯人員が
多いほど，税負担は多くなります。ただし，等
価所得が低い階層においては給与収入を基準と
する場合と同様に世帯人員が多いほど，税負担
が低くなります。給与所得収入と等価所得にお
いて課税前後のジニ係数を比較したところ，新
しい税制の方が再分配効果は大きくて，給与所
得よりも等価所得が再分配効果が大きいという
ことがわかったということで，結局，人的控除

の設計においては所得とか，世帯人員のみなら
ず，世帯所得，ここでは等価所得といった多面
的な評価が重要ですということが報告されまし
た。

〔第３節 八塩報告「中小法人による欠損法人
問題と近年の法人税率引下げについて」〕各
研究報告の簡単な紹介（上村）（資料５）
第３は京都産業大学の八塩先生の報告「中小
企業における欠損法人と近年の法人税率の引き
下げについて」です。会社のオーナーは社長で
あって，役員でもあり，株主でもあるというこ
とで，要は，税率の低い所得形態に所得を移す
というインカム・シフティングが行われている
可能性があります。従来は欠損法人問題があり
ましたけれども，近年は法人税の税率が引き下
げになって，社会保険料が上昇して，所得税の
税率も上昇しているということで，法人税と所
得税の税率の逆転現象がオーナーの節税行動に
何をどう及ぼしているのかということについて
検証されています。
分析によると，２０００年代前半までは法人利益
ゼロ近辺で分布の集中が起きていました
が，２０１０年代ではそれが崩れています。つまり，
法人税率と所得税率の逆転が生じて，オーナー
の節税行動に影響を与えた可能性が指摘されて
います。

資料５資料４
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〔第４節 足立報告「経済ショックと税制改革
―国際比較―」〕各研究報告の簡単な紹介（上
村）（資料６）
第４は甲南大学の足立先生の報告「経済ショ
ックと税制改革―国際比較―」です。OECD
諸国が直面した新型コロナウイルス感染症の拡
大の政策と税制改革について検討を行っていま
す。各国はさまざまな政策を実施するに当たっ
て多大な財政措置を行ってきましたけれども，
近年の経済ショックに比べて，新型コロナウイ
ルスショックでは，実質GDPが低下したもの
の，倒産件数や完全失業率は抑えられていると
いうことがわかりました。そういう意味では税
制上のあり方の再設計を行って，長期的に公的
債務の拡大への対応が必要なので，財政の長期
的な正常化を検討する必要があるということで
す。日本はプライマリーバランスの黒字化を目
指していますけれども，GDPの成長率を高め
るか，社会保障システムを見直すか，国民負担
の見直しが求められるということを報告されて
いました。

〔第５節 林（亮）報告「所得税の税収調達機
能に関する考察」〕各研究報告の簡単な紹介
（上村）（資料７）
第５は甲南大学の林亮輔先生の報告「所得税
の税収調達機能に関する考察」です。所得税は
基幹税ですけれども，累次にわたる税制改正に

よって税収調達機能が損なわれているというよ
うな可能性があるということです。それをイ
ロージョンということで，これは徴収されるべ
き税収が徴収されていないという現象ですけれ
ども，そのイロージョンに焦点を当てて，どの
程度のイロージョンが現行制度に生じているの
かということについて分析をされています。そ
の試算によると，包括的所得税というものを望
ましい税制度として考えた場合，その課税ベー
スに対するイロージョンが５０％になっていると
いうこと，低所得者層ほどイロージョンの程度
が大きいということ等々の結果が出ています。
所得税を税収調達機能の視点から考えるときに
は，どの制度が税収調達機能にどのように及ぼ
しているのかということについてシミュレーシ
ョンによって見極める必要があるということを
報告されています。

〔第６節 富田・玉岡報告「納税意欲を考えた
税制改革」〕各研究報告の簡単な紹介（上村）
（資料８）
第６は神戸大学の富田先生，玉岡先生の報告
「納税意欲を考えた税制改革」です。玉岡先生
は今日の登壇者でもあります。少子高齢化や日
本の財政状況を考えた場合，今後の租税負担は
増えていくと予想されるわけですけれども，税
負担を喜んで受け入れる人はほとんどいないと
思われますし，誰もが嫌がる租税負担をいかに
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受け入れてもらうかということは日本財政の重
要な課題だということで，租税への抵抗感の緩
和，税を払いたいと思う人たちの意欲，つまり，
納税意欲を表すような tax morale を高めてい
くことが重要になっていくということです。
日本は比較的に他国よりも納税意欲は高いと
されているわけですけれども，消費税の増税時
には納税意欲は低下する状態も指摘されていま
して，租税の負担感は「公平」「中立」「簡素」
という租税の三原則や支出，すなわち歳出の透
明性が影響していると多くの財政学者が指摘し
てきました。そこで，本研究では租税に対する
抵抗感や納税意欲の低下がどのような要因で引
き起こされているのかということについて計量
分析とTwitter のテキストマイニングで検証さ
れたということです。
幾つかの検証があるのですけれども，政府へ
の信頼度が低い人ほど tax morale が低い。自
営業者は他の雇用形態の人よりも tax morale
が低い。リスク回避的な人ほど tax morale が
低い。以上の仮説が成り立つということが示さ
れています。あと，消費税の増税についてです
けれども，Twitter の分析によると，消費税の
増税に対する人々の抵抗感や嫌悪感ということ
が感じられたということになっています。とい
うことをトータルで考えると，基本的には手軽
に納税できるシステムの構築とか，どのように
税金は使われているかということについてきっ

ちり明示していくということが重要だと言われ
ています。
以上で，私からの財政学関係の各研究報告を
終わります。ありかどうございました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。時間に限り
があるので，非常に駆け足でかいつまんで話し
ていただいたのですが，この各報告については
毎月の『租税研究』の方に掲載されております
ので，もしご関心がおありの方はそちらの方も
またご覧になっていただいたらと思います。
続けて，税法関連の報告につきまして酒井先
生の方からご紹介いただきたいと思います。で
は，よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．租税法関係の各研究報告

（酒井） 酒井でございます。
〔テーマ「社会・経済環境の変化と税制・・・
租税法関係各報告」〕租税法関係の各研究報
告の概要（酒井）（資料１０）
租税法各報告は，コロナ禍にあってもなくて
も存在し続けるような，しかし，経済社会の変
化にあって起こってきた，或いは指摘されてい
る租税法各分野の課題について，租税法研究者
の先生方から報告がございました。これらの報
告に際しては細かな打ち合わせもしていないの
に，テーマがかぶることなく網羅的な検討がで
きたといえます。ただ，その分今回共通のテー
マの下でどうまとめて報告するかについては苦
心したところではあり，分野ごとにまとめて報
告することになろうかと存じます。全体を通し
て租税法分野での基本的なアプローチは，国内
外の法令解釈を基本として法的論点を洗い出し，
あらゆる改善策や見解を示すというようなオー
ソドックスな研究手法となっております。
では，全体を簡単に見通した上で，各報告の
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概略をご説明することにさせていただきます。
なお，報告順ではなくて，税目順に並べ替えて
おります。まず働き方の多様化や人材流動化に
関係あるものとして第１節の退職所得課税と第
６節の地方税の住民税の報告があります。第２
節は厳しい経済環境の中で拡充のあった研究開
発税制，同様に法人税関係で，第３節ではグルー
プ通算制度の課題が報告されています。第４節
は国際課税関係で，国際的情報交換が進展する
中で納税者権利保護のためのプライバシー権に
関連して報告があり，第５節では消費税課税関
係で，インボイス制度の導入で日本の消費税の
大きな変革を迎えるに際し，EU付加価値税に
おける関連事例の検討が行われました。では，
以下，個別に見ていきたいと思います。

〔第１節一高報告「退職時給付に関する課税上
の問題点―国際的側面を含めて―」〕租税法
関係の各研究報告の概要（酒井）（資料１１）
第１節・関西学院大学の一高先生のご報告
「退職時給付に関する課税上の問題点」では，
働き方の変化やグローバル化がある中での退職
金税制を検討されました。まず退職所得課税に
あっては，２分の１課税や退職所得控除により
大きな税負担軽減があります。これは社会政策
的配慮に基づくと理解されてきた点など詳しい
検討がなされ，本来は給与所得との関係や退職
後の年齢や担税力を考慮した内容とすべきとさ

れています。特に令和３年改正では，勤続５年
以内の者が受ける退職手当等について課税逃れ
への対処がありましたが，これについて適正化
の余地があると指摘されました。国際的な場面
では一般に租税条約が退職金に対する具体的な
定めを欠いており，退職所得課税には不明確な
点が多いこと，グローバル化にあって改正され
るべき点の興味深いご指摘がありました。

〔第２節濱田報告「研究開発税制の展開」〕租
税法関係の各研究報告の概要（酒井）（資料
１２）
第２節・兵庫県立大学の濱田先生のご報告
「研究開発税制の展開」では同税制を紹介され，
国際比較をした上で日本の課題を示されました。
まず日本では２００３年以降，厳しい経済環境を背
景に経済界の要望の下，試験研究費に係る税額
控除制度を中心に拡充がありました。いわゆる
総額型を基本としつつ，種類拡大など，さまざ
まな改正を経た後，いわゆる増額型が加わって，
総額型との折衷的なものとなり，範囲拡大や税
額控除上限の緩和もあったとの変遷のご説明が
ありました。
次にOECD報告書によると，企業による研

究開発費の支出の増加をもたらしたという点で
は研究開発税制の有効性が評価されるとのこと
です。ですが，日本についていえば，欧米諸国
より中小企業への支援が少ないことが指摘され，
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その理由として赤字法人には同税制を利用する
ことができない点を指摘されました。また，適
用上の解釈問題を含め，制度が複雑なので，見
直しの必要性があると指摘されました。

〔第３節小塚報告「連結納税改革２０２０の評価と
展望（再説）」〕租税法関係の各研究報告の概
要（酒井）（資料１３）
第３節・岡山大学の小塚先生のご報告「連結
納税改革２０２０の評価と展望（再説）」では，今
年４月以降，従来の連結納税に代えて適用され
るグループ通算制度に係る改正を連結納税改革
と呼んでその課題を検討されました。まずはこ
の改革の特徴として，簡素化を目的とした所得
計算の個別化と組織再編税制との連続性確保が
あることに着目されました。すなわちメンバー
各社が個々に計算しつつ，グループ全体での計
算を行わなければいけない局面で計算の誤りが
判明した場合，当初申告の値で固定化すること
で，他のメンバーでの修正計算を不要とする形
で簡素化を達成できるわけですが，そのために
生じる経済実態と税負担の乖離に伴う対処が必
要となる点を検討されています。
また，グループ加入時や連結開始時に組織再
編税制の適格要件と同様な要件の充足により時
価評価課税が行われないとされたことについて
生じてくる計算上の扱いの不整合な点を指摘し，
その解消が課題と非常にテクニカルな分析をさ

れました。

〔第４節漆報告「EUにおけるプライバシー
権・データ保護法制と租税情報の交換」〕租
税法関係の各研究報告の概要（酒井）（資料
１４）
第４節・大阪経済大学の漆先生のご報告「EU
におけるプライバシー権・データ保護法制と租
税情報の交換」では，EUにおけるプライバシー
権・データ保護に関して，欧州人権条約
（ECHR），欧州基本権憲章（CFR）及び一般
データ保護規則（GDPR）を取り上げて検討さ
れました。以下，それぞれ略語を使います。租
税に関する国際情報交換では，自発的情報交換，
要請に基づく情報交換，及び，自動的情報交換
の３つが基本になることがまず確認されており
ます。そして，EUでプライバシー権を定める
ECHRでは，一般的に手続的権利が重視され
るのですが，課税への文脈ではプライバシー侵
害が認定されることはあまりなく，現状このあ
たりは手続的権利の明確でない状況ということ
です。
次に租税に関する国際的情報交換は，基本的
にGDPRの適用対象だと確認された上で，デー
タの主体である納税者の権利は租税情報の特殊
性から今後立法が必要とされ，さらにデータ保
護についてはCFRの下で判断されてきたと確
認されました。特に日本との関係では，GDPR
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に影響されるデータ保護法制が及び得るという
ことから検討が必要になる事柄について示され
ました。

〔第５節酒井報告「ＥＵにおける付加価値税の
事例検討」〕租税法関係の各研究報告の概要
（酒井）（資料１５）
第５節・大阪公立大学の（報告当時は大阪府
立大学）酒井報告は，「EUにおける付加価値
税の事例検討」というタイトルで，日本では来
年１０月から仕入税額控除の手続要件として導入
される，いわゆるインボイス制度の下で生じ得
るさまざまな問題への懸念がありますので，EU
の付加価値税に関係した欧州司法裁判所の関連
事例を参考にしてみようという内容の報告です。
EU付加価値税共通ルールの下，控除原則は基
本原則と位置づけられ，仕入税額控除を根拠づ
けるインボイスが正確であれば，仕入税額控除
を認める判例傾向があります。さまざまな事例
と各種法令の検討から，EUの付加価値税とは
前段階課税を確保する仕方が日本とは制度的に
異なる点を指摘しまして，今後起こり得る日本
の紛争に対してEU法との比較検討は参考とな
ろうが，限定的でもあると結論いたしました。

〔第６節坂巻報告「個人住民税の今日的課題」〕
租税法関係の各研究報告の概要（酒井）（資
料１６）

最後になります第６節・東洋大学（報告当時
は岡山商科大学）の坂巻先生のご報告「個人住
民税の今日的課題」では，米国州税の考察から，
日本における個人住民税に係る示唆を得ようと
するものです。まず米国では州所得税の計算に
連邦所得税の金額を連動させるケースが多いが，
それによると，連邦の政策が州所得税にも反映
される点が懸念されています。これに対し日本
では所得控除や税額控除には地方税独自のもの
を用いるから，国の政策が地方へ自動的に取り
込まれるのを防げている点を評価しています。
次に米国では州所得税は居住地管轄及び源泉
地管轄による課税を採用するため，国際課税の
場合と同様に各管轄の競合から二重課税排除の
必要が生じ，また，年度途中で州をまたぐ転居
があれば，申告上，州の居住者の期間とそうで
ない期間を区別して，必要経費等を期間按分す
るということです。
一方，日本の個人住民税では，居住地管轄の
みを採ることから現状では簡便であるが，近年
見られる二地域居住の推進に当たり，日本の個
人住民税をどのように課していくかの検討の中
でアメリカの州税の議論が参考になることを示
されました。
非常に駆け足となりましたが，租税法関連の
各報告は以上です。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
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（林） 酒井先生，ありがとうございました。
先ほども言いましたが，非常に駆け足で，これ
だけで全部の報告をご理解いただくのはなかな
か難しいかと思いますけれども，また，『租税
研究』の方もご参照ください。
冒頭で外部の先生にも報告をお願いしたと申
し上げましたが，ここでタイトルだけ申し上げ
ておきます。立命館大学の本部先生には「租税
回避と法」ということで報告していただきまし
た。租税回避というのはいろいろな局面で問題
になるわけですけれども，それを税法の観点か
らご議論いただいたということです。
それから，報告時は西南学院大学に所属され
ておりましたけれども，現在は同志社大学の倉
見先生には「ギグエコノミーと所得税制」とい
う報告をしていただきました。働き方改革の中
で多様性が出てくる中で，サラリーマンをしな
がら，事業所得を得る，いわゆる副業というよ
うな問題がある中で，それを所得税制の中でど
ういうふうに取り扱うかというご報告を頂きま
した。
それから，慶應大学の小熊先生には「日本の
二重構造とその影響 歴史と社会構造の視点か
ら」ということで，主に労働，或いは雇用関係
の状況の変化の中で今現在起こっていることを
社会学者の観点からご報告をお願いしました。
われわれにとって非常に参考になったところで
す。こちらも『租税研究』の方には掲載してお

りますので，また参考にしてください。
では次に，今のお二人の先生以外に玉岡先生
と北村さんにご登壇いただいておりますので，
研究会でのシリーズの全体，報告の全体を振り
返って感想や，或いは疑問点がもしあれば，そ
れも含めて少しお話しいただけたらと思います。
では，まず玉岡先生からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（玉岡） 経済社会の変遷と税制の問題という
のは結構古くて，新しい問題でして，この２０～
３０年というタイムスパンで見ると結構いろいろ
なところが変わっていることがわかります。例
えば経済構造に関していいますと，第３次産業
の比率が非常に大きくなってきて，就業者数で
見ると，約７割前後が第３次産業で就業してい
るというふうになってきています。租税特別措
置等を使ったりするわけですけれども，第３次
産業が非常に大きいとき，どういう効き目があ
るかという検討は必要かと思います。
直近で言うと，税収構造の変化がすごいと思
っております。いつの間にか国税の税目の中で
消費税収が一番多くなったということになって
いました。先ほど上村先生の方から tax morale，
自発的納税意欲と訳すのですけれども，この話
がありましたけれども，昨日ふと tax の反対な
ので，expenditure morale という言葉を勝手
に考えつきまして，何かというと，財政赤字が
今非常に多くて，ある意味危機的な状況にある
とは思うのですけれども，そういう中で歳出と
いうものを必要なものに限って本当に税収とい
うか，財政全体を見ながら，歳出の方を抑えて
いこうというふうな意欲というのを expendi-
ture morale ともし定義すると，現在日本で ex-
penditure morale というのは非常に低いという
ことです。tax morale は高いけれども，expen-
diture morale は低いということになろうかと
思います。
経済社会の変化と税制の変化ということで，
経済社会が変わったから税制を変化させたとい
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う側面と，税制の方で経済社会構造を変えると
いう２つの側面があると思うのですけれども，
前者について見ますと，この数十年で変わった
ことは何かともう１度振り返ってみると，コロ
ナがそうですけれども，未曽有の社会経済危機
に対する財政措置で，それが財政構造の極端な
悪化を招いたということです。先ほど expendi-
ture morale が低いと言いましたけれども，お
札を刷れば，財政支出がいくらでも可能である
というような，ある意味錯覚というものが，政
策当局を含めて，国民の間にも広まっているの
ではないか。それはよく後世代への負担がある
から財政構造の悪化を防ぎましょうということ
を言われるのですけれども，今のところ，借換
債を発行して，それが消化できているという状
況ですので，増税によって赤字を解消するとい
うことにはなっていないので，一部ではやって
いるMMTという理論があるのですけれども，
彼らが描いているような世界に今現在なってし
まっているということです。
変わらなかったものというのを考えることが
できて，所得税の税収調達機能が，報告でもあ
りましたけれども，あまり上がっていないとい
うことです。片や，法人税の減税，税率の引き
下げ等もあって，先ほど申しましたように，消
費税の税収は非常に大きくなったということに
なります。それから，変えないといけないもの
という視点もあるかと思うのですけれども，こ
れはまた後の議論で出てくるかもしれませんが，

事前と事後の政策評価があると思われます。い
ろいろな政策を実施する前に事前に評価をする。
終わった後，実施した後にその評価をするとい
うことが必要だと思いますけれども，そういう
評価をやらないという伝統がどうも変わってい
ないということが非常に気になります。
変えないといけないもののもう１つは，納税
コストに対する意識が非常に低いということで
す。納税コストを１円の税を納めるのにかかる
費用，納税者側でかかる費用をできるだけ抑え
るということが世界のあらゆる国で政策目標に
なっているのですけれども，どうも日本ではそ
ういう目標自体があまり立てられていないとい
うことです。変えてはいけないもの，最後です
けれども，租税原則に沿った税制改革というの
があります。これについては今後とも変えない
で実施しないといけないと思っています。
非常に雑ぱくな感想ですけれども，私からは
以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。いろいろな視
点からお話しいただいたと思います。続いて，
北村さんの方からお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（北村） 北村でございます。玉岡さんのおっ
しゃっている納税コストは確かにすごく感じる
ところですので，ぜひ税制改正等の際にはよく
お考えいただいた上で創設されるといいなと思
います。
私から全般を通じての感想ということで申し
上げますけれども，私はあくまで企業の中の人
間ですので，その行動原理としてはどうしても
株主さんをはじめとする関係者の利益を最大化
させるというのが第一になります。しかしなが
ら，その一方で，企業行動によって与える社会
的な影響，或いは持続可能な世の中を維持する
という側面を考えますと，無鉄砲に利益を追求
する。すなわち租税負担を軽減するということ

― 80 ―



だけがわれわれの目指すべきところではないと
考えていまして，国を維持して，豊かにする。
それがまずありきで，その中でわれわれのよう
な会社の発展できるような，要は，長期的な観
点で企業行動を取る必要があろうと思っており
ます。
とはいえ，そういった視点で税制改正要望を
出すにも，社会にどういう問題があって，どう
いう選択肢があるのかという事情を正しく把握
しておかないと，結局は適切な行動を取れない
わけでして，その点，先ほどダイジェストでご
報告いただきましたように，会社税務をやって
いるだけでは到底思いつかないような切り口で
すね。例えば世帯所得を世帯人数の平方根，ルー
トで割った等価所得という概念で人的控除を評
価するとか，他には情報交換規定とプライバ
シー権が相互干渉する。それをどうやって解消
できるというのを考えるとか，初めて出会う論
点や事実が多かったものですから，この研究会
でとても勉強できたような気分にさせていただ
いており，非常にありがたく思っております。
以上，感想でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。上村先生，酒
井先生から簡単に全部の報告をご紹介いただい
て，二人のメンバーからも感想を頂きました。
ここから少し登壇者それぞれのお立場や観点か
らということで話を深掘りしていきたいと思い

ます。場合によっては報告のテーマになかった
ところまで話が広がっていくかもしれませんが，
まず最初にお二人の専門家の方にそれぞれのご
専門の観点から各報告についての感想やご意見
があればお話しいただきたいと思います。これ
も上村先生から先にお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．各報告への感想・意見

（上村） 関西学院大学の上村です。それでは，
私の方から今回の財政学関係の各種の報告につ
いて感想ないし意見を述べさせていただきます。
財政学関係については６つの報告があったわけ
ですけれども，同じ財政学関係とはいえ，かな
り幅広いテーマを持つ報告が６つあったわけで，
それを網羅的に捉えて感想ないし意見を述べる
というのはなかなか難しい作業です。しかしな
がら，できるだけ統一的な視点から，この６つ
の報告について振り返りたいと思っています。

〔財政学関係の報告が扱った税制〕各報告への
感想や意見（上村）（資料１８）
最初に財政学関係の各研究報告が扱った税制
を挙げてみます。扱われた税制は主に基幹税と
いうことで，私の報告は税制全般だったのです
が，林宏昭報告は所得税，八塩報告は法人税と
所得税，足立報告は税制全般，林亮輔報告は所
得税，富田・玉岡報告は税制全般と特に消費税
ということでした。従って，基幹税である所得，
法人，消費の税金が主に扱われたということな
のですけれども，これら基幹税に何らかの課題
がまだ存在するということを示唆されていると
思います。

〔社会・経済環境の変化をどうとらえるか①〕
各報告への感想や意見（上村）（資料１９ペー
ジ）
各報告において社会・経済環境の変化とはど
のように扱われたか，これについて考えてみま
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した。この点は２つの方向性があると思います。
先ほど玉岡先生が言われたことと私の考え方は
結構似ていて，財政学者は同じように考えるの
だなと思いました。１つ目は，社会・経済環境
の変化が税制に与える影響と考えるパター
ン，２つ目は，税制が社会・経済環境の変化に
影響を与える。この２つのパターンがあると思
うわけですが，まずは社会・経済環境の変化が
税制に与えるという立場の報告についてまとめ
てみました。私の上村報告は社会・経済環境の
変化が例えばマクロの税収をどういうふうに変
化させたのかを考察しています。この点は足立
報告も同じです。林宏昭報告はさまざまな世帯
を考えることで，これを等価所得の影響として
分析をされていると思います。

〔社会・経済環境の変化をどうとらえるか②〕
各報告への感想や意見（上村）（資料２０）
２つ目のパターン，税制が社会・経済環境を
変化させるという立場ですけれども，八塩報告
はまさに所得税と法人税の税率の差によってイ
ンカム・シフティングは起こっているかどうか
ということを分析されています。林亮輔報告は
所得税のイロージョンで税収がうまく確保でき
ていないということを分析されています。富
田・玉岡報告は，例えば消費税の増税時の租税
抵抗の変化を捉えているということです。

〔租税原則との関連〕各報告への感想や意見（上
村）（資料２１）
次に租税原則との関連性から各報告の立場を
考えてみました。租税原則には公平・中立・簡

資料１９資料１８

資料２１資料２０
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素があるわけですけれども，まずは公平です。
上村報告と足立報告は租税原則による位置付け
がちょっと難しい研究ではあるのですけれども，
財政再建を扱っているということでは世代間公
平について考察されていると解釈できそうです。
林宏昭報告は世帯と世帯の間の公平性，林亮輔
報告は所得階層間の公平についても言及されて
いますので，そういうものを考えていると思い
ます。中立に関しては，林宏昭報告は世帯間の
中立性についても考察されていると解釈できま
すし，八塩報告は特にこれは間違いなく所得税
と法人税の間の中立性の問題を扱っています。
最後の簡素化については富田先生，玉岡先生の
報告が簡素を扱った報告に該当するのではない
かと思います。

〔各報告の分析手法〕各報告への感想や意見（上
村）（資料２２）
さらに各報告の分析手法ですけれども，幾つ
かの特徴があります。１つ目は全ての報告につ
いてエビデンスベース，データに基づく議論が
なされているということで，いわゆるEBPM
（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキン
グ）が重視されているということだと思います。
あとは何らかの比較による分析がなされている
ということも特徴だと思います。私の報告は
リーマンショックとか，東日本大震災というよ
うな過去の経済ショックを手掛かりにして，新

型コロナウイルス感染症のショックの比較を行
ったわけです。林宏昭報告は世帯間の比較をし
て，足立報告は国際比較，八塩報告は２０００年代
と２０１０年の税制の比較，林亮輔報告は包括的所
得税というものをベンチマークにしながら，そ
れとの比較，富田・玉岡報告は雇用形態，政府
への信頼度などの比較をされています。こうい
った分析手法は財政学の研究報告の特徴かなと
思います。

〔主な政策提言の内容〕各報告への感想や意見
（上村）（資料２３）
最終的には財政学はやはり政策提言をすると
いうのが重要な課題ではあるので，それについ
てまとめてみました。上村報告と足立報告は税
制による財政再建を進めるべきという立場です。
林宏昭報告は所得控除による世帯間の公平・中
立の確保を目指す。八塩報告は所得税と法人税
の税率差に着目した改革を目指す。林亮輔報告
は所得税における税収調達能力の回復を目指す。
富田・玉岡報告は tax morale を高めて，租税
抵抗を低めるような改革の実施をということで，
私の方で勝手ながらまとめました。
以上が各報告へのコメントないし意見でした。
非常に幅広いテーマを持つ報告を統一的な観点
からまとめて，やや強引ではあるわけですけれ
ども，全体像をわかりやすくするためにこのよ
うな取りまとめをいたしました。以上です。

資料２３資料２２
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（林） ありがとうございます。では，引き続
いて，酒井先生の方からもそれぞれの報告を踏
まえて，感想なり，或いはご意見なりというの
を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

〔テーマ「社会・経済環境の変化と税制・・・
租税法関係各報告についてコメント」〕意見
交換資料（酒井）（資料１０）

（酒井） 酒井です。私の方では租税法各報告
について先ほど十分に論点を説明できなかった
部分を主に掘り下げていき，報告準備で気づい
たことなどについて話していきたいと思います。
なお，スライドに挙げた項目を全て見ていくと
なりますと，持ち時間を大幅超過しますので，
適宜後回しや割愛をさせていただきますので，
ご了承ください。

〔第１節一高報告「退職所得の課税問題」〕意
見交換資料（酒井）（資料１１）
では，まず一高報告についてです。退職所得
は，ご存じのとおり，退職後の生活の糧となる
もので，他の所得と比較して大幅に税負担軽減
がなされております。１）の例に示しておりま
すとおり，大企業で大卒の平均退職所得が約
２，３００万円でありまして，例えば大卒から６０歳
定年まであれば，勤続３８年ということで計算し
てみますと，所得税は６万円ほどで，住民税も

合わせますと，税負担は約１７万円程度となりま
す。そうすると，退職所得が平均以下ですと，
ほとんどあるいは全く税金がかからないという
ような状況です。ただそこで，本来は，給与所
得との関係や退職後の年齢や担税力を考慮した
内容とすべきとされています。
特に２）ですけれども，令和３年改正では収
入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の
うち３００万円超の部分について２分の１課税の
対象外とする短期的な退職による課税逃れへの
対処の範囲を役員以外にも拡大したというもの
でした。ここに一高報告で示された数字だけ取
り上げ，表にしております。見ていただきます
と，退職手当の金額が大きいほど増税額が大き
いという結果となって，一番右端に示しており
ます給与所得として平準化して支給されたとき
よりも，かなり税額が大きくなる厳しい結果と
なっておりまして，このことについて給与所得
として支給されたときの合計税額を目安に税額
に一定の上限を置くべきことを提言されており
ます。

〔第２節濱田報告「研究開発税制について」意
見交換資料（酒井）（資料１２）
第２節濱田報告で，１）研究開発税制は複雑
であり，いかに修正するかという点を今後の課
題等もされておりました。法人税の中でもより
複雑な制度として組織再編税制がありますが，

資料１１資料１０
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それに絡んでの研究開発体制についても一言触
れておられました。関連して，最近グループ内
での組織再編後，試験研究費の特例が使えなく
なった事例としましてHOYA事件があります。
法人分割後に施行令で定められた一定の手続き
を怠ったことから，分割後，試験研究費の特別
控除ができなくなったということです。分割前
までには認められていた特別控除が分割後に受
けられず，企業にとっては思いがけず大きな税
負担が生じてしまったという事例です。会社は
この手続きを定めた施行令は法律の委任の範囲
を超えた違法があるとして，課税処分の取り消
しを求めましたが，結局，第１審は組織再編前
後で試験研究費の額の区分が合理的になされて
いたか，矛盾のないように計算されているかを
認定する必要があることから，届け出を必要と
する政令が法の趣旨に反するものではないとし
て課税処分を適法としました。控訴審でも地裁
同様に会社側敗訴となっております。このよう
な問題がありまして，多くの場合，節税の利用
には手続きが紐づけられているので，利用に当
たっては利用開始時だけではなく，組織再編時
にも注意が必要となるということです。
２）の方は後回しとさせていただきます。

〔第３節小塚報告「グループ通算制度」〕意見
交換資料（酒井）（資料１３）
続いて，第３節小塚報告です。連結納税申告

では損益通算という大きなタックスベネフィッ
トを与えながら，租税回避濫用を阻止しなけれ
ばならず，おのずと複雑な制度となっておりま
す。代替して導入されたグループ通算制度によ
り，具体的には申告時と修正や更生時の簡素化
があったということが一般的な理解となってい
ますが，濫用の可能性などへの対処も考えてみ
れば，新たな措置も必要で，複雑さはそれほど
変わっていないのではないかと小塚報告では指
摘されております。簡素化の措置がもたらすさ
らなる複雑さとデメリットを浮き彫りにした報
告でした。具体的にはテクニカルな話になりま
すので，３）と併せ，割愛させていただきます。

〔第４節漆報告「情報交換制度の議論の背景」〕
意見交換資料（酒井）（資料１４）
第４節漆報告で経済社会の変化ということで，
バックグラウンドを見てみますと，まず課税庁
による納税者の情報収集については，アメリカ
で２００８年スイスUBS事件を発端に海外への資
産隠しに批判が集まり，アメリカでは２０１２年に
FATCAという制度ができまして，海外金融機
関にグリーンカードホルダーを含むアメリカ人
の口座がある場合の一定のものについて金融機
関に対し，内国歳入庁（IRS）に情報提供しろ
という制度ができました。この当時，海外の口
座を持つアメリカ人に対して海外の銀行から電
話で口座を閉鎖しますかという個別の問い合わ

資料１３資料１２
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•

せもかなりあったようです。
こういったように金融機関から課税庁への情
報の流れという道筋がある一方で他方，FBAR
というのがありまして，アメリカ人自身が外国
の口座に１００万円以上の現金があれば IRS に情
報申告をしなければならないということで，海
外の金融機関とアメリカ市民両サイドから海外
資産の情報を集めているところです。この傾向
は一気に世界に波及し，自動的情報交換制度と
日本でも国外財産調書制度などが米国と比較し
て控えめながらも導入されております。一昔前
は税務調査などで課税庁が「情報を取りに行く
時代」が続いていたわけですけれども，その後
「情報を出させる時代」と言われまして，個人
の情報が課税庁に大量に移るということで，そ
の情報の扱いや活用の問題だけでなく，今は納
税者の情報に係るプライバシー権をどう守るか
の段階になっておりまして，指摘のあった通り，
まだ未発達なところについて今後，制度の拡充
があるものと思います。その意味で漆報告は非
常に発展性があると考えております。
２）については割愛させていただきます。

〔第５節酒井報告「インボイス制度の導入と比
較法研究」〕意見交換資料（酒井）（資料１５）
第５節酒井報告です。先ほど前段階課税の確
保が日本とEUで違うと述べましたが，そのこ
とを説明します。日本の消費税は複数税率採用

を契機としてインボイス制度を導入し，今後よ
り前段階課税の確保が強化されることになって
います。その理由の１つは適格請求書の記載の
内容として税額が盛り込まれ，それを基礎に仕
入税額控除を認めるようになるということ，も
う１つは，適格請求書発行事業者，インボイス
を発行できる事業者を登録制度にして，そこで
は課税事業者に登録させるので，免税事業者か
らの仕入については仕入税額控除が認められな
いことになるからです。
他方のEUでは，インボイスに税額を書ける

のは課税事業者に限られていまして，また，登
録制度もあるにはあるのですが，課税事業者は
全て登録しているというところで，登録番号も
インボイスに記載がないといけないわけですけ
れども，さらに，インボイスに係る税額を書い
た者がその税額を支払わねばならないという条
文があります。これがEUの VATに係るＥＣ
指令２０３条であり，このような規定は日本はな
いです。２０３条については，課税取引の実態が
なくても，インボイスに税額を記載したら，そ
の者がその記載税額を支払う義務があるという
ことにして，税収ロスを回避しているという解
釈があります。また，EUの付加価値税を調和
したものにするための指令において控除原則が
基本原則と定められており，仕入税額控除が法
的権利として明確に定められています。
日本では２０３条のような規定もなく，仕入税

資料１５資料１４
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額控除が法的権利だと明文上明かにされたわけ
でもないので，EUの判例でいえば，例えば登
録番号の記載のないインボイスでも，それに基
づく仕入税額控除を認められる事例もあるとい
うことなのですが，これは日本では難しいと考
えます。そういった法状況の違いを見極めてい
けば，特に登録制度は日本の消費税の前段階課
税確保を支える制度でありますので，今後どれ
ぐらいの強さで運用されていくのか。前段階課
税，消費税の納付があるのに，インボイスの不
備があるとき，仕入税額控除を認めるのか，認
めないのか。柔軟な救済の道はないのか。導入
後，紛争の際に着目しなければならないと考え
ております。

〔第６節坂巻報告「住民税の今後の問題」〕意
見交換資料（酒井）（資料１６）
最後に第６節坂巻報告です。この報告では個
人住民税に言われる問題点が指摘されていて，
よく言われる前年度課税問題ですけれども，こ
ちらはスライドに書いてあるとおりですので，
割愛させていただき，２）の方に移らせていた
だきます。
２）二地域居住の推進と住民税についてです。
コロナ禍で二地域居住が進み，また，これによ
り少子高齢化の中で持続可能な地域形成に役立
ち，空き地対策にもなるということで，国交省
を中心に推進されてきておりますが，坂巻報告

が指摘するように，受益者負担の性質を持つ住
民税を実態に適合するようにどう課すかが問題
となってきます。これに対しアメリカの州税は
比較的実態に合わせた制度を持っているという
ことなのですが，ただ，複雑なので，導入は難
しいと私は思っております。実際に二地域居住
では住居にお金がかかりますし，移動に体力も
時間もかかるので，何か後押しする仕組みなし
には二地域居住は広がらないのではないかと考
えております。二地域居住に係る地方税の問題
については財政学の先生方でどのようにお考え
か聞いてみたいところではあります。
いずれの報告も発展性のある内容で，全てに
言及できないのが残念ですが，要点は示せたか
なと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，個別の
報告へのご感想ということで，玉岡先生，北村
さんからも一言いただけたらと思います。まず
玉岡先生，よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

（玉岡） 個別というよりは全体的なコメント
になってしまうかもしれないのですけれども，
上村先生のコメントを受けまして，私なりに考
えたことをお話ししたいと思います。

〔財政は税の中だけでなく経済社会全体の中で
考えるべし〕
先ほど述べましたように，現在，非常に経済
社会が変動しておりまして，かつて経験したこ
とのないような社会の状況になっていると思い
ます。実はこのような状況になったのは今回だ
けではなくて，例えば第１次世界大戦後なんか
もそうでしたし，第２次大戦後も経済社会がす
ごく混乱して，財政構造も非常に変わりました。
そういう点では似ているところがあります。そ
の当時，どんな議論があったかというと，われ
われは財政屋ですので，今，税制の問題を扱っ

資料１６
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ているわけですが，税の問題を税の中だけでど
うしても考えてしまうということになってしま
います。実は税の問題を考えるという前に経済
社会がなぜ変動したかというのを考えないとい
けないということで，この２０年ぐらいでいうと，
失われた２０年とか，失われた３０年とか言われて
いますけれども，社会現象ですので，自然現象
とは違って，必ず原因があるわけです。政策評
価が必要という話をしましたけれども，ある政
策によって意図的にというか，或いは意図せず
にかもしれませんけれども，成長が非常に止ま
って，１人当たりの所得も非常に下がって，雇
用形態も非常に変わってしまった。ある意味何
というか，経済成長の鈍化や所得の減少は必然
的にもたらされたというような側面があると思
います。
では，税の中だけで税の問題を考えるのでは
なくて，どうするかというと，経済社会全体と
の関わりで財政を考えるということです。今回
の共通テーマに掲げられた理由の１つだと思う
のですけれども，１つは，先ほど歳出の話をし
ましたけれども，歳出がどうあるべきかという
ことを，片方できちんと考えないといけない。
それと並行して，ずっと明治以来行われている
のですけれども，予算改革論という議論があっ
て，決算の結果を予算編成に反映できていない
という１００年以上変わっていないことがあるの
ですが，いいかげん変えないといけないと思っ
ています。
消費税収が一番大きくなったと言ったのです
けれども，基幹税をどうするか。やはり所得税
が基幹税であるべきなのか。法人税収は増減を
繰り返しますけれども，法人税にもやはり一定
程度の役割を果たしてもらうのか。あとは税で
はありませんけれども，社会保障の負担をどう
するかということが非常に問題かなと思います。
先ほど北村さんから納税コストの話が大事だ
とおっしゃっていただきました。税務行政の形
がどうあるべきかという議論は進んでいないの
で，進めた方がいいかなと思っています。最近，

税務行政のデータベースというのがOECDを
中心に作成されていまして，日本ももちろんそ
の対象に入っているのですけれども，あまり喜
ばしくないような数値が載せられていまして，
納税者の視点で納税コストを下げる。それはひ
いては徴税側のコストも引き下げることにつな
がるのではないかと思っていますので，その点
について今後もっと研究も含めて，事実の調査
も含めてやらなければいけないかなと思ってい
ます。
最後ですけれども，経済社会が変化して税
制・財政構造が変化しているのですけれども，
今世紀末ぐらいになると，日本の人口が半減す
るとか言われているので，そういうときに政府
がどういうサービスをするべきか。それに合わ
せて税の負担はどうなるべきかということで，
そういうことを見据えて，経済社会をどういう
方向に変化させたらいいのかということについ
て，今からでも遅くはないので，議論を進めた
らどうかなと思っています。
林先生，酒井先生の報告についても一言言っ
てよろしいですか。

―――――――――――――――――――――
（林） はい，どうぞ。
―――――――――――――――――――――

〔インボイス制度と脱税〕
（玉岡） 冒頭でインボイスの研究をしている
と言いましたが，どうしても気になる点があっ
て，一言だけ言いたいのですけれども，今導入
に向けて，関係者の皆さんも非常に努力をされ
ていて，まだ制度が変わるということを知らな
い方に対して広報等を一生懸命行っているみた
いですけれども，マスコミを含めて，納税者側
の問題を非常に重視していて，それはもちろん
大事なのですけれども，実はインボイスで大変
なのは，徴収する側が非常に大変でして，イン
ボイスの歴史＝脱税との戦いの歴史と言い換え
てもいいかと思います。インボイスを用いたか
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ら脱税が減るというのは完全に通念でして，イ
ンボイスを用いた脱税というのは非常に横行し
ていて，それとどう戦うかというのが長い間の
特にEUを中心とした歴史です。
日本に関していいますと，このたび適格請求
書発行事業者のサイトができていまして，個別
の発行事業者の情報が全部ダウンロードできる
ようになっていまして，びっくりしました。何
が懸念されるかというと，他国でもあったので
すけれども，フェイクインボイス，偽のインボ
イスを発行するということが恐らく起こります。
偽のインボイスを発行する事業者自体も現れま
す。そういうことが非常に懸念されますので，
事業者情報のダウンロードはどうかなと思いま
した。例えばEUなどでは国内の事業者の取引
であっても，リバースチャージという仕組みを
用いたりして結構進んでいます。極端は中国の
例なのですけれども，ゴールデンタックスプロ
ジェクトというところで，本来インボイスを用
いたら，クロスチェックといって，個別取引ご
とにちゃんとチェックできないといけないので
すけれども，クロスチェックを厳密に行おうと
しました。ところが，今までの歴史ではクロス
チェックはことごとく失敗しています。それを
電子的に行うという取り組みを行っていますけ
れども，インボイスについて申請させて，その
人が本当の発行者か。真性のインボイスである
のか。その発行したということを後からちゃん
とチェックできるかどうかという仕組みをEU
とかできちんと構築していますので，ぜひとも
日本でもそういう仕組みを構築して，脱税が起
こらないようにぜひともお願いしたいなと思っ
ています。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。最後に提言も
していただきました。続いて，北村さんの方か
ら，先ほども少し触れていただきましたが，個
別の報告についてもう少しお話を頂けたらと思
います。よろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――

（北村） 私からは２点話をさせていただけれ
ばと思います。

〔インボイス制度の運用〕
まず１つ目は，先ほどの玉岡先生の話ともか
ぶるのですが，インボイスに関しまして，酒井
先生の方から報告があった部分，インボイス制
度としては先行されているEUの欧州司法裁判
所で幾つか争われた事例についてご報告があっ
たところです。その中で特に印象に残っている
のですが，形式的にはインボイス要件は満たさ
ないけれども，実態を鑑みて，仕入税額控除が
取れるといった判決についてご紹介いただきま
した。一方で，実態はないけれども，形式は備
えているといった場合にまで仕入税額控除を認
めるような判決もありましたが，結局のところ，
EUにおいては形式的な安定性を確保している
ということはもちろんですけれども，先ほども
話題に出ましたが，前段階課税を差し引くとい
う付加価値税としての実質について信頼性を確
保するという運用がなされているのだろうなと
いうことを強く感じました。
その前段階の課税を控除するというのは当然
の権利というのは当たり前のことなのですが，
いま日本の消費税課税事業者はインボイスの準
備で疲れ果てておりまして，当然の権利である
としても，少しでも形式が不十分であった場合
に，その権利をまるまる失うような感覚になっ
ているのではないかなと想像します。私も準備
に当たってそういうふうに感じています。その
あたりは秩序維持ということで当然に形式の整
備というのは必要なわけですけれども，必要以
上に厳格になり過ぎないようにEUの裁判例も
加味いただいて，基本的に仕入税額控除は当然
の権利なのだといった運用に落ち着くとありが
たいなと思っています。これがまず１点です。

〔納税意欲〕
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２つ目ですけれども，納税意欲，すなわち tax
morale を考えた税制改革に関してですが，日
本は tax morale が高いという話がありまして，
また，リスク回避的な人は tax morale が高い
といった分析結果もありましたけれども，日本
人とか，日本企業というのはリスク回避的で，
かつ納税意欲が高いのではないかというのを私
の個人的感覚としても思うところです。BEPS
とか，国際協調主義ということで，税制は国際
的な標準に集約されつつありますが，しかしな
がら，地域等による tax morale の違いという
のは現に存在していて，その地域等に応じた制
度運用というのは考慮されるべきなのだろうと
思っています。もちろん税率とか，税源浸食に
ついて国際的に協調するというのは前提ではあ
りますけれども，その点，日本では，先ほどの
インボイス関連でいいますと，消費税に関して
帳簿等保存方式というのを採用してきまして，
こんな仕入税額控除の方法は世界でも珍しいの
です。だから，ここらでようやく世界に合わせ
るのだという説明がなされることがありますけ
れど，これは見方によっては，通常はインボイ
スでしかなし得ないような仕入税額控除を，こ
れまでレアな帳簿等保存方式でもって長らく運
用できていたという，日本人の高い tax morale
故にと誇らしく言えるのではないかと思ってい
ます。つまるところ，tax morale，納税意欲の
高い，低いというのを加味できるとすると，納
税コストを思いの外安くできるとか，或いは案
外高いコストがかかるということも予見できる
わけでして，今後の税制を検討するに当たって，
納税意欲というのも案外重要な要素になるので
はないかと思いました。それから，研究会での
ご報告で，ツイッターのつぶやき内容をビッグ
データとして利用した上で分析したというのも
ございまして，なかなか新鮮でした。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。あと４５分ぐ
らい時間が残されています。また繰り返し報告

内容に触れていく可能性もありますけれども，
特に上村先生，酒井先生，お二人の研究者のお
立場でそれぞれご専門をお持ちですので，ここ
で改めてグローバル化ですとか，或いはデジタ
ル化といったものが進む中で今後の税制のあり
方，或いは方向性についてお２人からご意見，
今現在考えていることについてのお話を頂けた
らと思います。各報告で触れられなかった部分
でももちろん結構ですので，お二人の知見に基
づいて論じて下さい。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．間口を広げた意見交換

（上村） 関西学院大学の上村です。それでは，
今回のシリーズ「社会・経済環境の変化と税
制」を踏まえまして，私の方から今後の税制改
革の方向性，又は今後の税制の課題について間
口を広げた，今までの議論では，それほど触れ
られていないところも含めて，幾つかの問題提
供をさせていただきたいと思います。

〔社会・経済環境の７つの変化〕間口を広げた
意見交換（上村）（資料２５）
「社会・経済環境の変化と税制」ということ
を考えたときに，私は７つぐらいあるのかなと
思っています。実際にもっとあると思うのです
けれども，あえて７という数字にこだわってみ
ました。こちらにあるとおりなのですけれど
も，１つずつ話をしたいと思います。

〔少子高齢化・人口減少と税制〕間口を広げた
意見交換（上村）（資料２６）
第１に少子高齢化・人口減少と税制です。こ
れは社会保障政策との関係が重要になってきま
す。今の社会保障は全世代型社会保障の構築を
目指しています。昔のように社会保障というの
は高齢者を現役世代が支えるという形ではなく
て，全ての世代のための社会保障を全ての世代
で支えるという形に切り替えていくということ
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なのです。税制はそういった全世代型社会保障
を財源面で支えるということになります。だと
すると，全世代型社会保障を支える財源調達手
段としてどのような税が望ましいのかという問
題が出てきます。普通に考えると，全世代が負
担する税が消費税なので，全ての世代で全世代
型社会保障を支えるという理念を考えたときに，
消費税はベストの税だと思います。しかし，富
田先生，玉岡先生の報告にもあったように，消
費税は日本では租税抵抗が非常に強い税です。
そのため，税率を引き上げるにはかなりのコス
トと時間をかけなければなりませんし，今は
１０％ですけれども，５％の時代から１０％に引き
上げるのに２０年以上かかっています。そのため
に消費税以外に社会保障財源に何があるのかと
いうことも議論していく必要があるのかなと思

っています。

〔②働き方の変化・多様化と税制〕間口を広げ
た意見交換（上村）（資料２７）
第２，働き方の多様化が進んでおりまして，
それに税制を対応させる必要が出てきています。
非正規雇用，フリーランス，副業，兼業が増加
していますけれども，今後さらに増えていくと
思います。非正規雇用を前提にした税制を変化
させる必要があるわけです。あと，新型コロナ
ウイルス感染症の拡大を契機として，柔軟に勤
務地を選ぶとか，そういうことができる企業が
増えてきています。大切なのは，こういった働
き方，生活の仕方の多様化の変化に対して税制
は中立的であるべきということです。林宏昭先
生や林亮輔先生の報告にもあったように，所得
税のあり方を再検討することが必要になってく
ると思います。さらに今後の展望として労働の
流動化がますます進むと考えられます。労働の
流動化は能力の高い人，そういう人材をより生
産性の高い働き方に移していくということでは
とても重要なのですけれども，一時的に失業が
増加する可能性があります。そこで，能力の形
成ということも考えながら，教育訓練や能力開
発が重要になってきますが，そういった人的な
能力の形成の促進させるような税制とは何か。
これを議論する必要があります。

資料２６資料２５

資料２７
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〔③所得・資産の格差拡大と税制〕間口を広げ
た意見交換（上村）（資料２８）
第３に資産・所得の格差の拡大があるのだっ
たら，それに税制を対応させる必要があります。
所得格差・資産格差の拡大ですが，実際は高齢
化による要因も非常に大きいと思います。高齢
者になるほど，所得・資産の格差は大きくなる
ので，社会が高齢化すると，社会全体の格差は
拡大するわけです，ですから，格差拡大の実態
はきっちりデータで把握することが大切です。
ただし私は，問題は富の世代間移転だと思って
います。財政の悪化に伴って将来の社会保障に
期待ができないということを考えていくと，富
の世代間移転を進めることに一定の合理性はあ
ります。ただし，富の世代間移転ができる人と
いうのは，高所得者や資産家にある程度限定さ
れますし，機会の平等を逸脱する可能性があり
ます。親が金持ちだから，子どもは努力せずに
金持ちになるという社会で良いのかということ
です。スタート時点の平等をどうやって確保す
るのかということを考えないといけません。要
は，機会の平等ということなのですけれども，
そういった平等を確保するための税制とは何だ
ということについて議論すべきかと思います。
今は相続税や贈与税，資産所得税についてやや
関心が低くなっているように思われますけれど
も，再び考察する必要があるのではないかと思
います。

〔④グローバル化・ブロック経済化と税制〕間
口を広げた意見交換（上村）（資料２９）
第４にグローバル化・ブロック経済化が同時
進行する中での税制のあり方です。デジタル化
によってクロスボーダー取引や企業活動が活発
化しています。その一方で，ロシアの問題とか，
戦争，紛争，エネルギー問題とか，不透明かつ
不確実性の高い国際社会になりつつありまして，
それがブロック経済化を引き起こすという懸念
もあります。そういった中で税制を考えること
も必要かなと思います。八塩先生の報告にあっ
たように，特に法人課税が課題になるように思
いますけれども，法人実効税率の引き下げが一
服した法人税ですが，これからの法人税改革の
展開は何なのか。もう十分なのかという論点も
ありそうです。このとき，限界実効税率と平均
実効税率の区別が重要で，限界実効税率は設備
投資をどのぐらい行うのかという選択に影響を
与える一方で，平均実効税率はどの資産やどの
国に投資を行うのか，その選択に影響を与える
と考えられています。そして，脱炭素社会の実
現を考える必要があります。ゼロカーボン社会
を目指す税制のあり方とは何かについて，地球
温暖化対策税や車体課税のあり方について再検
討を要すると思います。

〔⑤デジタル化〕間口を広げた意見交換（上村）
（資料３０）

資料２９資料２８

― 92 ―



•
–

–

•

–

7

•

–
–

•

•

8

•

–
–

•

•

–

9

第５にデジタル化における税制のあり方です。
言うまでもなくデジタル化が急速に進展してい
ます。オンライン取引，シェアリングエコノミー，
ビッグデータ解析，革新的なイノベーションな
どです。それらに対応した税制の考察が必要で
すし，そのデジタル化によってプラットフォー
ム企業が寡占化しているという現状について何
らかの対応が必要だと思います。その一方で，
デジタル化にうまく対応できない企業も多くあ
ります。そのための付加価値の向上，生産性向
上に資するデジタル化を支える税制のあり方に
ついて考える余地があります。特に日本の企業
のデジタル化は生産性の向上につながっていな
いという指摘があります。

〔⑥地方分権化〕間口を広げた意見交換（上村）
（資料３１）
第６に地方分権化に資する税制です。地方分
権化についてはやや忘れていると言われている
感があるのですけれども，個人的には重要だと
思っていますので，掲げてみました。地方創生
は盛り上がったわけですけれども，現実的には
課題が山積しています。実際は分権化が進んで
いません。国からの交付金の議論に矮小化され
たわけですけれども，森林環境税や出国税を除
いて，税制における議論はほとんどなかったわ
けです。ですから，地方創生に資する税制とは
という議論を再び行うことも重要かと思います。

〔⑦構造的な財政悪化と税制〕間口を広げた意
見交換（上村）（資料３２）
最後です。第７に新型コロナウイルス感染症
の対応もあって，政府債務残高対GDP比は第
２次世界大戦終了後を超えて，最悪の数字にな
っています。この点に関しては足立先生と私の
報告があったわけですが，政府は新型コロナウ
イルス感染症の対応は，地方創生臨時交付金に
よって対応してきたわけですけれども，この財
源はほぼ全て国債発行ということでなされまし
た。今後の債務返済をどうするかという課題が
あります。そして，新型コロナウイルス感染症
を除けば，構造的に財政赤字を発生させている
のは，これは社会保障なのです。やはり社会保

資料３１資料３０

資料３２
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障を持続可能にするための税制はどうあるべき
なのかという点もあります。
以上が私からかなり間口を広げてしまってい
る意見交換になっていますけれども，私が準備
した７つの変化です。だいぶ広げ過ぎたと思い
ますが，全てコメントを頂くことは多分難しい
と思いますが，幾つかの点について議論できれ
ばいいかなと思っている次第です。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。いろいろな
問題点を指摘してもらいました。必ずしも今回
の全ての報告で網羅できているわけではありま
せんけれども，研究会を引き続き進める中でい
ろいろな場面，場面で取り上げていけたらと思
います。
では，引き続いて，少し間口を広げた議論と
いうことで，酒井先生の方からお願いをしたい
と思います。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

（酒井） 酒井です。よろしくお願いいたしま
す。同様に租税法関係各報告について概括的に
コメントしたいと思います。

〔（２）デジタル化・グローバル化の中での今
後の課題〕意見交換資料（酒井）（資料４３）
まず所得課税についてですが，働き方の変化
や人材の流動化にどのように税制を適合させる
かということで，先に見たとおり，退職所得で
は勤続年数が２０年を超えると，１年当たりの退
職所得の控除の金額が急増する仕組みで，２０年
を超えた場合に特に勤務継続の誘導になりかね
ないというような指摘も可能だと考えています。
ただ，もともと政策的に平均的な退職所得への
非課税という方針があります。この方針は終身
雇用や年功序列が維持されていた時代のものな
ので，それが崩れた今，整合的な政策について
検討が進められなければならないのかもしれま
せん。

他方，アメリカでは老後の資産形成というの
は個々人で行われておりまして，退職金につい
ては給与所得と同様な課税が行われています。
イギリスでも１人当たり６個ぐらいの年金を持
っているというような話も聞きましたし，複雑
になっているところではありますが，それで行
くと，日本でも iDeCo とか，NISAを通じて個
人資産の形成の誘導があるところかと思います。
所得税の分野では所得税制の土台ができた時代
とは働き方も大きく変化しています。労働環境
や解雇規制も日本と他国で異なるわけですけれ
ども，特に退職金課税については今回の一高報
告によりさらなる検討が必要と考えた次第です。
次に法人税の分野では濱田報告と小塚報告が
ありました。まず濱田報告で少し言及されてお
られましたコロナとイノベーションとの関係に
ついて少し触れたいと思います。報告で言及さ
れた文科省管轄の研究所から出されたデータに
よりますと，コロナに対応するため，各企業は
プロダクトイノベーションということで，２０２０
年の１年間で全企業で３割ぐらいイノベーショ
ンがあったということだそうです。コロナ対応
関連では業種にもよるところでありますし，こ
れについて容易にコメントはできませんが，そ
のデータを見ていて印象的なのは，コロナにか
かわらず，イノベーション活動のための阻害要
因として投資や融資が不足したというよりも自
社内における能力ある人材の不足を挙げている

資料４３
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点です。令和３年から令和５年にかけての実施
された人材確保促進税制では，一定増額のあっ
た教育訓練費について税額控除をするなどとい
った対応もあったわけですけれども，グローバ
ル化の流れの中では円安傾向と相まって，特に
優秀な IT人材でしょうか，いい労働環境，い
い給与を求めて他国に行く傾向が懸念されます。
人材確保についての施策の更なる拡充が日本経
済にとって重要な課題と考えております。グ
ループ通算制度の導入では，実際にその簡素化
に向けて一歩を踏み出したところなのですが，
小塚報告ではさらに複雑化したところもあると
いう指摘がありました。
この濱田報告と小塚報告で共通して言われた
のは，制度の複雑化があるので，できるだけ簡
素化に向けた方向へという指摘がありました。
このあたりは企業を基盤とした経済社会そのも
のが複雑化しておりますので，簡素化は一朝一
夕には難しいと思います。ある程度複雑化した
としても，合理的・整合的な制度の構築が必要
と考えております。
続いて，国際課税の分野では，漆報告で情報
交換の発展から生じる納税者権利保護の指摘が
ありました。方向性としては日本に及んでくる
ことを前提とした貴重な示唆を頂いたことと思
っております。実はグローバル化とデジタル化
に関係した国際課税のホットトピックスとして
は，ご存じのとおり，デジタル課税とか，市場

国における課税権の話，最低税率の話があると
思います。

〔第２節 濱田報告「研究開発税制について」〕
意見交換資料（酒井）（資料３７）
ここで先ほど後回しにした濱田報告の２つ目
の項目について立ち返ってコメントしておきま
す。研究開発税制とパテントボックスの組み合
わせについてです。研究開発税制の拡充と法人
税の引き下げはトレードオフの関係にあり，日
本では研究開発税制の方に力点を置く改正があ
ったということですが，法人税率の引き下げは
基本的には世界的傾向で，こちらのOECDの
資料からとってきたグラフをスライドに示して
いるとおりです。

〔税率引き下げ競争と知財収入への租税優遇〕
意見交換資料（酒井）（資料３８）
そして，知財からの収入に対する税制優遇に
ついても見ておくと，多くの国で低くなった法
人税率よりもさらに低い税率が知財からの収入
に適用されていることがわかります。こちらの
右側のスライドの水色の上のところが法人税の
税率ですけれども，赤いところが知財収入への
税率です。中にはゼロ％というところもあり，
これらは，字がつぶれて見えにくいかもしれま
せんが，いわゆる軽課税国と言われる国々です。
研究開発税制で初期投資段階の税負担を軽く

資料３８資料３７
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し，そして，収入があった時点でまた税負担を
軽くするという点があれば，優遇し過ぎかなと
いうところで，濱田報告の指摘するとおり，パ
テントボックスのような制度を導入するときに
は何らかの調整も必要かと考えます。ただ，今
後１５％という最低税率の確保の措置はOECD
が示してきた pillar２の枠組みの中の話で，こ
ちらは午後の部で話があるかと思います。

〔（２）デジタル化，グローバル化の中での今
後の課題〕意見交換資料（酒井）（資料４３）
だいぶはしょって恐縮ですが，次は消費課税
の話ということで進めさせていただきます。先
ほどからも申しておりますとおり，インボイス
制度の導入目前ということで，グローバル化・
デジタル化の面で課題となり得ることをそれぞ
れコメントしたいと思います。玉岡先生が先ほ
どご指摘くださいましたとおり，回転木馬詐欺
などの脱税行為はやはりなおEUで問題でして，
日本円にして約２０兆円もの税収ロスが報告され
ております。対岸の火事ではなくて，日本でも
金密輸による消費税の脱税も起きていて，改正
のたびに強化されているところです。
脱税に長年苦しむEUでシステム的に何が原

因で脱税が横行するのかといいますと，一言で
いえば課税庁側に納税者の取引情報が入ってく
るのが遅いということが指摘されております。
このあたりも先ほどご指摘があったとおりイン

ボイスの真正性が問題で，これを解決するもの
としてブロックチェーンの利用が数年前から提
案されております。このあたりを真剣に考えて
いるのは，２０１８年に付加価値税を導入したGCC
といった湾岸諸国であるわけですけれども，EU
でも数年前まで２０２５年ごろにはブロックチェー
ンの対応は進むという意見が大多数でした。問
題はどうブロックチェーンに移っていくかとい
うプロセスです。

〔主要国の付加価値税におけるインボイス制度
の概要〕意見交換資料（酒井）（資料４４）
このスライドが示すとおり，インボイスの記
載項目は欧州諸国では統一されておりまして，
電子インボイスから進んで，そういったブロッ
クチェーン関連の制度導入に移りやすい土壌が
あると言われております。ざっと比較すると，
日本ではEUと比べ，通し番号が義務的記載情
報にはなっていないということなのですが，そ
うすると，一般に不正発見に必要な通し番号が
ないということで，どうなのかなということが
指摘され得るかと思います。このあたりは実務
では導入が大変なのか聞いてみたいところでは
あります。インボイス制度については今後日本
で実施にあたり検討され，また運用する中でも
改善されていくべきと考えております。

資料４４資料４３
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〔（２）デジタル化，グローバル化の中での今
後の課題〕意見交換資料（酒井）（資料４３）
さらに複数税率の導入ということで，軽減対
象課税資産の拡大も懸念されるということで，
一言述べさせていただきます。最近のEUの動
きなのですけれども，下限税率が５％を下回ら
ないようにといったルールがありましたが，下
限税率の引下げとその品目の拡大といった内容
が２０２１年１２月の改定でEC指令に盛り込まれて
おります。背景には脱炭素化など，環境志向の
製品等に係る付加価値税の税率を減らせるよう
になどといった配慮が指摘されているところで
す。この改定後，各国で税率改正の動きは見ら
れませんが，さまざまな低い税率の設定が認め
られることになったので，脱調和のかじを切っ
たといえます。その際には，日本も複数税率を
採用した点が引用され，複数税率排除のプレッ
シャーはなくなりつつあるというコメントをす
る論者もおりました。
EUでさらに細かな複数税率が出てきて今度
は，その影響が日本に来ないとも限りません。
日本ではインボイス体制が整ったといって，今
後軽減税率の対象品目の拡大につながらないよ
う注視していくべきであると考えております。
このように，グローバル化社会では税制のいい
面も，悪い面も影響し合っていくことと考えら
れ，われわれとしてはしっかりとした比較法研
究を行い，伝えていく努力が必要と考えた次第
です。だいぶ概括的な話になりましたが，以上
です。ありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．総括

―――――――――――――――――――――
（林） 残された時間が２５分ぐらいです。総括
も含めて，玉岡先生，北村さんの方から一言お
願いできますか。
―――――――――――――――――――――

（玉岡） 上村先生がきちんとまとめていただ
いたので，付け加えることはほとんどないので
すけれども，論点が７つぐらいあったと思うの
ですが，少しだけ蛇足的に触れたいと思います。

〔紙ベースを電子ベースにするだけではないデ
ジタル化〕
１つはデジタル化の話なのですけれども，現
在大学でDXの担当をやっていまして，日々
大変なのですけれども，よくあるのが手作業で
やるのではなくて，デジタルにするという点ば
かりが強調されるのですが，肝心なのはXの
部分でして，そうすることによってどれだけ仕
事の内容が変わるか。特に労働時間に対して影
響があるか。労働時間を減らすか。より時間が
できて，いいアイデアが生まれるか。その点の
発想がないと，ただ単に紙ベースのものを電子
ベースにするというだけの話ではない。同じこ
とが税制のデジタル化，これは納税側，徴税側
と両方あるのですけれども，Xの部分について
きちんと考えないと，かえって時間も，コスト
もかけてしまうということになりかねない。現
実にはそういうことがあるので，税に関しても
そういうことが起こらないようにしないといけ
ないということです。

〔地方分権の基礎に立ち返った議論を〕
あと，もう１点だけ，古くて，新しいという
ことで，地方分権の話なのですけれども，ちょ
っと人気がなくというか，下火になってきた感
を私も受けているのですけれども，やはり大き
な問題は，基礎からきちんと議論する必要があ
ると思っています。地方分権に関して，分権と
いう言葉は国の方から権力を分けるという意味
で，あまり好きでないのですけれども，それは
ともかく，原点は何かというと，国と地方の役
割分担というのがそもそもあって，それは仕事
の内容をどうするか。事務配分というのですけ
れども，それと仕事の配分に伴って財源をどう
割り振るか。どういう税を国に，どういう税を
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地方に割り振るか。私がよく使う言葉で言うと，
事務配分と財源配分の連立方程式を立ててそれ
を解くということです。戦後１回シャウプ勧告
のときにそういう方程式を書いて，一応解いた
わけですけれども，その形は時がたつにつれて
崩れてきました。今，未曾有の大赤字のこうい
う危機の状況の中でいま一度そういう連立方程
式を設定するとすればどうなるか。解がそもそ
もあるのかということも含めて，基礎から議論
しないといけないかなと思っています。簡単で
すが，以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。地方分権に関
しては私もいろいろな場面で地方の役割と財源
について議論をしてきました。大きな話でいう
と，道州制の議論もしてきました。実際に実現
するかどうかは別にして，道州制の議論では，
大きな枠組みの検討の中で行政をどこがどのよ
うな財源で責任を持つべきかという観点での考
察がありました。確かにおっしゃるように，そ
ういう面が必要なのかなと思います。
では，続いて，北村さんの方から全体を通じ
た総論，或いは討論会を通じたご感想でも結構
ですのでお願いします。
―――――――――――――――――――――

〔ゼロカーボン社会と租特〕
（北村） そうですね。上村先生の資料でちょ
っと気づいたことがありまして，ゼロカーボン
社会を目指す税制のあり方というのは，特にわ
れわれ製造業の税務としては非常に注視をして
いるところでありまして，どこまで本気の政策
にするかというところは図りかねるところでは
あるのですけれども，あくまで本気の政策であ
るとして，環境省は２０５０年にカーボンニュート
ラル実現と掲げておられるように，短期間の実
現は不可能ですし，数十年という長期的な単位
で取り組むしかない目標なわけです。しかし，
現行の日本の税制の枠組みですと，租税特別措

置法の中でインセンティブとして奨励するしか
ない。そうすると，租特はどうしても３年ぐら
いの短期改正スパンになるわけでして，賃上げ
税制のように，その時々の政局の影響を受けて，
ころころ変わるという不安定な制度になりがち
です。すなわち，企業側は長期的な取り組みと
して成果を出しづらいという点を懸念しており
ますので，ゼロカーボンについては，これは特
別に，従来とは異なる枠組みで長期的な政策税
制として導いていただけるとありがたいなと思
っています。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。間口を広げた
議論ということでお話を頂きました。そろそろ
まとめにかからないといけないタイミングにな
ってきているのですけれども，まず中心的にご
発表いただいた酒井先生と上村先生の方から，
今日の討論会全体に関して感想なり，或いは研
究会にとっての課題なりということをちょっと
総論的に一言頂けたらと思います。これも上村
先生からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（上村） では，私の方から。いろいろ議論さ
せていだいてありがとうございます。結局のと
ころ，いろいろな課題がありますねというとこ
ろが今回の討論の結論になってしまうように思
っているわけですが，それとは別にやはり重要
な点があるということを最後に言いたいと思い
ます。つまり，やるべきことが多いのですけれ
ども，それがしっかりできる環境整備をいかに
進めるかもとても重要だということで，３つ挙
げます。１つはデータの重要性です。もう１つ
はアジャイルですね。最後に多様性への対応で
す。

〔データの重要性〕
第１にEBPMという政策評価の考え方がと
ても重要なのですけれども，これは税制におい
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ても同じだと思います。データに基づく政策評
価と政策形成について日本はあまり得意ではな
かったのですが，そういった議論をより一層進
めていくべきですし，さらにデータを利活用で
きる環境をいかに整備するのかというところが
とても重要で，私の評価ではやはりアメリカに
比べると日本はそういった環境が，つまり，デー
タの整備も含めて，なかなかまだまだ全然駄目
だと思います。やはりそういう分析ができる土
壌を整備していくことも大切だというのが１点
目です。

〔アジャイル〕
２つ目のアジャイルですが，パンデミックを
経たことで，デジタル化，働き方の改革とか，
生き方の改革とか，大きな変化が今起こってい
るということを念頭に置かないといけないわけ
ですが，社会が変わっていくときに，社会が変
わっていると認識ができる国と認識できない国
では恐らく制度設計に大きく差が出てくると思
います。次の時代がどうなるのかということに
ついて，時代に合った社会制度に税制も導入し
ていかないといけないのですけれども，そのと
きに硬直的な政策決定プロセスがあることもの
がボトルネックになる危険性があります。今ア
ジャイルな政策形成という考え方が出ていまし
て，アジャイルというのは素早いとか，機敏な
とか，そういう意味ですけれども，こういうア
ジャイルな意思決定の下で税制をどういうよう
に構築していくのかということも重要な考え方
かと思います。

〔多様性への対応〕
第３ですけれども，多様性への対応というの
はとても今後大切になると思います。人口減少
と少子高齢化というのは日本における最大の問
題だと思いますけれども，持続可能性を高める
ためにいろいろな試みがなされていますが，残
念ながら決定打はありません。もちろん子育て
環境の整備や移住促進とか，取り組みは進める

べきだと思いますけれども，それに応じて税制
も変化させるべきですが，しかしながら，これ
は決定打ではないと私は思います。やはり決定
的な政策は移民をどうするかということを真剣
に考えないといけないと思っています。
今イギリスの有名校が日本の各地に校舎を建
てているというのがニュースになっているわけ
ですけれども，今後の日本社会はより一層国際
化して，人口減少の懸念がいよいよ一層高まっ
たときに移民に寛容な社会をどうやって形成す
るかという話が出てくると思います。そこでど
こかの段階で移民政策が抜本的に変わったとき
に，変わる前の段階で税制をまた多様で国際的
な人たちを日本に入ってくることを前提として
受け入れていることで，それを満たすような税
制にできるかどうか。公平性・中立性・簡素を
満たすかどうか。あと，多様性の対応が非常に
今後大切になってくると思うのです。
以上が，「社会・経済の環境の変化と税制の
課題」ということで，今回のテーマと併せて，
本日の討論会を経て思ったことです。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，酒井先
生からもお願いできますか。
―――――――――――――――――――――

（酒井） ありがとうございます。今現在は
VUCAの時代と言われて，２週間後も見通せ
ないような，そういった時代かと思っています。
本日の税財政の研究報告を改めて聞かせていた
だきまして，税財政に期待されていることは少
なくないと改めて感じた次第です。

〔簡素で合理的な制度〕
特に上村先生のお話にもありましたとおり，
グローバル化・デジタル化社会の中にあって，
どこの国に投資するかということで，選択の余
地がさらに広がっている時代かなと思います。
こちらの法人税関係の報告では制度が複雑なの
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で，簡素化すべきという指摘が相次ぎました。
確かに税率を下げる方向や優遇を拡大していく
方向だけでなく，簡素で合理的な制度を用意し
ておくことが重要ではないかと考える次第です。
よく言われるように，投資地としての魅力は制
度的インフラにもあるのかなと考えております。
最近の動きで気になりますのは，やはり税制
と社会の実態が合っていないのではないかとい
う指摘です。リーマンショックの後にもありま
したが最近でも，大企業と分類できる企業が中
小法人向けの優遇措置を利用しようとして減資
するような動きも出てまいります。中小法人の
定義を見直す必要があるのではないかと考える
次第です。

〔比較法研究の重要性〕
冒頭では各報告は租税法学としてオーソドッ
クスなアプローチが貫かれて，研究が進められ
ておりますと申し上げましたが，最後を見てい
きますと，結論部分はバラエティーがあるよう
に感じておりますので，そのことを少し最後に
述べさせていただきたいと思います。ある報告
ではグローバルな変化やグローバルな制度評価
が可能となってきた中で日本の制度が不十分で
ある点が明らかになってきたということでした。
また，ある報告ではグローバル社会の中にあっ
ては海外の制度を検討し，日本にどのような影
響が及び得るかを知り，今何を議論していかな
いといけないかという視点の指摘がございまし
た。
地方，他国の制度を知って初めて日本の制度
の良さが評価できるとか，日本の制度の特徴が
わかるといったことがありました。こういった
ところからは日本の制度のどこを強化していか
なければならないかといったところのヒントを
得られることができたのではないかなと思いま
す。また，デジタル化やテクノロジーの取り込
みの議論では，全体的に海外の方が進んでいる
ような印象があります。グローバル化した社会
において，今更ながらではありますが，やはり

比較法研究は重要であると再認識した次第です。
本日報告させていただいたご研究はどれも発
展性があるものでして，その面白さを十分にお
伝えできたのか心配なところではあります。と
いうのも，今日お話しさせていただいたのは，
私の能力の限界もありまして，各先生方のご研
究のごく一部に過ぎないというところにありま
す。私としては今回担当させていただきまして
視野が広がり，自分の税法研究のサスティナビ
リティにも大いに役立つと実感した次第です。
いい勉強の機会を頂きましてありがとうござい
ました。お礼を申し上げます。以上です。

おわりに

―――――――――――――――――――――
（林） ４名の登壇者の皆さん，ありがとうご
ざいました。私はスケジュール的には最後に総
括となっているのですけれども，私なりの感想
を述べさせていただきます。そもそも「社会・
経済環境の変化と税制の課題」というものすご
く大きな共通テーマにしまして，始めたときに
は，これで最後のまとめの報告ができるのかな
と思ったのですけれども，何とか今日の全体の
まとめにたどり着けたと思っています。研究会
で発表していただいた皆さん，本当に感謝いた
します。
現在は，どうしてもいろいろな社会構造変化
の中でこれに対応しないといけない，また別の
問題に対応しないといけないということが次か
ら次に出てくる。特に近年は，個々の課題に対
して，対症療法的にターゲットを絞りながら改
正を繰り返すことで，各税制が非常に複雑にな
ってしまっているという印象を持っています。
たとえば特定のグループや支出にメリットをも
たらす税制は，政策的には財政支出や給付で対
応することで税制は簡素なままにしておくとい
う選択肢もあって良いと思います。
そもそも私自身の研究のスタートはバブル期
前，１９８０年代後半から議論が始まったシャウプ
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勧告以来とされる税制改革のときでした。
残念ながら，先日，金子宏先生がお亡くなり
になりましたが，私が初めて金子先生とご一緒
したのはそのころでして，当時，木下和夫先生，
橋本徹先生といった財政の先生と持たれた研究
会の末席に加えていただきました。当時はバブ
ルへと向かう時期で，そもそも日本の全体の税
負担構造をどうするのか，それを望ましい方向
へ変えていくにはどのような税制改革が必要か，
といった非常に大きな問題意識がありました。
その中で今申し上げた金子先生たちも含めて，
財政学者と税法の先生方が一緒に集まって，研
究会，勉強会，或いは改革案の設計に取り組ん
でいました。
その意味では私自身はこの研究会でほぼ半分
財政学者と税法の先生方とが関わって，研究会
を持っているのは非常にありがたいことだと思
っています。
もちろん先ほども話が出ていましたが，これ
からの方向性或いはあるべき姿について，統一
して意見をそろえたりということは全くしてお
りません。その中で，それぞれにどういった問
題があるのかということについていろいろな立
場からお話しいただいて，なるほどということ
がたくさんあります。
報告自体は毎回１時間取っております。１時
間という，通常の学会発表なんかでは考えられ
ない長い時間の報告をしていただいて，その後
さらにその内容について１時間近く議論する場
も設けております。本来『租税研究』でも，そ
ういういろいろな意見の飛び交っているところ
も紹介できればいいのかもしれませんが，最終
的に掲載するに当たってはできるだけその議論
も反映しようとしています。これからの税制に
ついていろいろな場面で検討をしていくための
１つの材料に，我々の研究会と今日の討論会が
なればいいなと思っています。
本日の内容に関してですが，上村先生から，
今こんな問題に直面しているよということを改
めて整理していただきました。それから，手法

については，古い私の昔話ですが，電卓を用い
ていろいろな計算をして，当時初めて出てきた
表計算ソフトなんかも使っていた時代と比べる
と，今は格段にいろいろなことができるように
なっております。その中で現在は，先ほど上村
先生の言われたデータをどう使うのかというこ
とが重要だと思います。明らかにしたいこと，
或いは明らかにすべきことを明確にした上で，
どのデータを使うのかということからきっちり
考えて，制度の検討に当たって実証分析の結果
を利用できたらいいなと思っているところです。
１点，中身の話に戻って申し訳ないですが，
酒井先生から二居住地のところは財政の分野か
らの見解もという話がありました。これは地方
分権とかの議論とも関係すると思います。地方
税制のあり方として現在検討されていることは，
例えば１人当たり税収が等しくなる，或いは歳
入が等しくなることをとにかく目指していくと
か，そのためにはこうしたらいいということが
いろいろな税目ごとに積み重なっている状況で
す。一方で，私は，改めて住民の受益と負担と
いう観点での考察が必要だと思っています。
受益と負担というのを考えたときに非常にす
っきりするのは住民税なのですね。ただ，現実
には，世帯の中に稼得者が複数いたり，或いは
単身赴任とか，また単身赴任で海外に行ってお
られるとかというようなさまざまなケースが発
生します。海外への単身赴任の場合には，給料
は海外で振り込まれたりして，こちらの家族は
場合によっては生活保護世帯のようなことにな
ってしまう。もちろん生活には困っていないわ
けですが，このようなことも起きているのが現
状です。
二居住地というと，それこそマイナンバーが
機能をして，時間的なずれがなく，居住地と納
税地がきちんと把握できればいいのだとは思い
ます。しかしながら，現状は１月１日の居住地
で課税しているので，すぐに引っ越してしまう
と生活の場と納税地とが合わないわけですよね。
これまではいろいろな人の動きがある中で，自
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治体同士でお互いさまという部分もあったのか
もしれないですけれども，本来住民が生活をし
ているところにそれなりに応じた税金を納める
というのが住民税の趣旨だと思います。また，
世帯が２分の１ずつ２地域で生活しているなら
ば２分の１ずつ納税が筋だとは思いますが，技
術的には非常にハードルが高い。このような問
題の検討が行われれば，それがまた地方分権と
いうような話にもつながっていくのだと思いま
すので，このあたりもぜひ研究会の中でまた詰
めた議論ができればいいなと思っているところ
です。
最後に私の方で少し地方税の話をさせていた
だきましたけれども，時間がちょうど予定して
いた時間になりました。いろいろな話が広がり

ましたので，聞いていただいている皆さんで，
この点は興味があったなというようなことがあ
ったかと思います。その点，もし何かご質問等
があれば，事務局の方にお伝えいただいて，そ
の報告を担当した者が必要に応じてお答えする
ようなことが可能かと思います。また，研究会
の方ではこんなこともテーマにできないかとい
うような，そのあたりについてのご意見もまた
頂けたらと思います。
多少は皆さんのご関心に合ったお話が出てき
たかなと思っておりますけれども，どうも２時
間ありがとうございました。登壇者の皆さん，
ありがとうございました。
―――――――――――――――――――――
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討論会３ ９月１５日㈭・午後

国際課税を巡る現状と課題

●参加者（五十音順）

財務省主税局参事官 西方 建一
千葉商科大学大学院客員教授 青山 慶二

筑波大学大学院教授 本田 光宏
三井物産株式会社経理部税務統括室長 坂東 太郎

司 会 一橋大学大学院教授 吉村 政穂

青山 氏西方 氏

吉村 氏（司会）

坂東 氏本田 氏

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編７１頁～９２頁」に掲載されています。
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はじめに

（吉村） それではパネルディスカッション
「国際課税を巡る現状と課題」，副題としまし
て「経済のデジタル化に伴う課税上の課題への
対応」のWebinar を始めさせていただきます。
本日司会を務めます吉村でございます。よろし
くお願いいたします。パネリストはただ今ご紹
介いただきました４人の方々でございます。こ
の４人の方々はそれぞれ組織に属していらっし
ゃいますけれども，本日はその組織のメンバー
としての資格というよりは，パネリスト個人と
してご参加いただいております。また意見も個
人としてのものを言ってくださるようお願いし
ております。従いまして，ここではパネリスト
の方々のお名前を肩書きなしで「○○さん」と
呼ばせていただきたいと思います。その点もご
了解いただきたいと思います。
本日のパネルディスカッションのテーマは，
経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
についてです。ここ数年同じテーマが続いてお
りますが，２０２１年１０月に BEPS 包摂的枠組み
（ Inclusive Framework，以後，略して「IF」
と表記）における国際的合意が成立して以降，
その具体化に向けた作業が進められています。
第２の柱のGloBE ルールについてはモデル
ルール及びコメンタリーが既に公表され，日本
を含めた各国の法制化を待つばかりとなってい
ますので，皆さまのご関心も高いのではないか
と思います。
ただ，国際課税ルールを書き換えるという非
常に野心的な取り組みですので，当初設定され
たスケジュールどおりには進んでいない面もあ
ります。第１の柱についてはなお議論の尽くさ
れていない論点があるということで，多国間条
約の開放，署名が２０２３年に延期されることとな
りました。また，GloBE ルールの国内法化に
ついても不確実な状況が一部に見られるところ
です。例えばEUでの指令化には欧州理事会の

全会一致が必要であるために，加盟国が１国で
も反対する限りは指令として成立させることが
できないという状況があります。また，国外所
得に対する最低税率課税という観点からは先行
している米国でありますが，GloBE ルールと
の共存条件を満たすためのGILTI 改正を果た
せぬままであります。また，参加国の扱いを統
一するために細かい点まで規定したルールが策
定されていますが，整合性，明確性を追求する
一方で，非常に複雑なルールとなっております。
そのため，適用対象となる多国籍企業の間には
簡素化を求める声が根強く存在しているところ
です。
本日は国際課税ルール見直しの２つの柱をそ
れぞれ取り上げまして，第１部，第２部と分け
て議論してまいりたいと存じます。第１部はい
わゆる第１の柱，Pillar１と呼ばれているルー
ルについて取り上げます。新たに市場国に対し
て課税権を配分するための国際課税原則の見直
しです。恒久的施設によって課税権を基礎付け，
独立企業原則によって利益の帰属を決定してき
た従来の考え方を見直し，市場を根拠として市
場国への利益配分を認める内容となっています。
既存の国際課税ルールの修正であり，実施には
多国間条約の発効が必要となります。またこの
ルールが実施される際にはデジタル・サービ
ス・タックスのような一国限りの措置が撤廃さ
れることとなっています。
第２部はいわゆる第２の柱，Pillar２と呼ば
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れているルールについてです。国際的に１５％を
最低税率とすることに合意し，各国が実施措置
を導入する場合には共通アプローチを採用する
ことになっています。先ほど触れましたとおり
既にモデルルールと附属するコメンタリーが公
表されています。日本においても令和５年度以
降に税制改正を行う方針が既に示されたところ
で，税制改正に向けたプロセスが今後進められ
ていくのではないかと思います。
進め方としましては，第１部，第２部それぞ
れにつきまして，最初に西方さんからご説明を
頂きます。その後，青山さん，坂東さん，本田
さんの順番でご意見，ご質問を頂戴し，さらに
西方さんからお三方のご意見，ご質問に対して
お答えいただくということにしたいと思います。
それでは早速ですが，第１部の市場国への新
たな課税権の配分に入らせていただきます。最
初に西方さん，説明をよろしくお願いいたしま
す。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．市場国への新たな課税権の配
分

（西方） 財務省主税局の参事官を務めており
ます西方でございます。吉村さんから今，ご紹
介いただきましてありがとうございました。そ
れから今日，租研大会にお呼びいただきまして，
事務局の皆さまに感謝申し上げます。また，パ
ネリストの皆さまにも日頃から大変お世話にな
っておりますので，この場で感謝申し上げます。
私は２０１０年～２０１３年に主税局の中で国際課税を
担当していたことがありました。そして，この
７月に主税局に戻り，１０年振りに国際租税の分
野を担当しているわけですけれども，今，先生
からもお話がありましたとおり，国際課税を巡
る議論というのは非常にスピード感のある形で
ダイナミックに進んできておりまして，非常に
目を見張るものがあります。課税の根本原則に
立ち返って大胆に見直すような議論が続いてお

ります。
今日のプレゼンでは，まず冒頭で，普段国際
課税にそれほど深くなじみのない方でもお分か
りいただけるように，少し全体像をご説明させ
ていただきまして，その後に２つの柱のアプ
ローチそれぞれについて具体的な点も含めてご
説明したいと存じます。時間の制約もあります
ので，もしかしたら資料の全部は説明できない
かもしれませんが，要点のみに触れてご説明し
たいと思います。まず２ページ目をご覧くださ
い。

１．総論
〔経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対
応について〕国際課税（西方）（２ページ）
まず，国際租税の従来の原則ですと，外国法
人に課税する場合には，その外国法人の支店あ
るいは工場といった物理的な拠点がその国にあ
る場合に限り，外国法人に課税ができるという
のが原則でした。ですから，そうした支店ある
いは工場，このような物理的な拠点，これを特
殊用語で恒久的施設（Permanent Establish-
ment：PE）と呼びますけれども，それがない
と外国法人に課税ができないというのがこれま
での課税原則でした。ところが，経済の電子化
に伴って電子的サービスを買ってくれる市場国
においては，物理的な拠点がなくてもネットを
介し色々なサービスを売ることができるように
なりました。この下の事例で言いますとA国
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が，例えばインドのような巨大な消費者市場を
擁する国，B国が GAFAを擁するようなアメ
リカと仮定しますと，インド，この消費者国側
はアメリカの IT企業に対してGAFAの支店
が，つまり PEがない限り課税できないという
ことになります。他方でB国の大企業は，例
えばC国の法人税率が３％だと仮定した場合
に，こういう軽課税国であるC国に子会社を
設置して，ここから同様に電子的なサービスを
A国の巨大な消費市場に販売するということ
になります。その莫大な法人所得というのはB
国ではなくてC国に落ちるということで，C
国では法人税率が３％しか課税されない。こう
いったグローバル企業グループの親会社がある
B国政府も課税ができない。それから市場国で
あるA国でも課税できないということで，こ
れが問題の所在ということであります。
現在の状況では，親会社が存在するB国で
も課税権が浸食され，消費者を擁する市場国
Aでも課税がしにくい。他方で，一番もうか
る超過利潤の部分だけを子会社に別途切り出し
て低い税率で誘致する，そういったC国のや
り方が本当にそれでいいのかということが議論
になったというふうに考えられます。こうした
ケースに限られませんが，低い税率で多国籍企
業の子会社を誘致するというのが経済的に得だ
ということになってしまうと，各国は税率の引
下げ競争に陥ってしまい，世界各国がじり貧状
態に陥ってしまいます。この状況を脱するべき
ではないか，というのが今回の見直しの議論の
背景にあると考えられます。こうした問題は経
済のデジタル化以前から表れていた課題ではあ
りましたが，物理的な拠点を必須としないデジ
タル経済が盛んになると，より問題が先鋭化し，
その結果が今回の大胆な国際課税原則の見直し
につながったと言えるのではないかと思います。

〔第１の柱（市場国への新たな課税権の配分）
の考え方〕国際課税（西方）（３ページ）
では具体的にどういうふうに課税原則を見直

すかということで，「２つの柱」が立てられて，２
つのやり方が提示されています。まず第１の柱
が，市場国への新たな課税権を配分するという
考え方であり，この対象となる企業は，後で出
てきますけれども，売上高が２００億ユーロ，所
得ではなくて売上高が２００億ユーロ，約２．６兆～
２．７兆円という兆を超す企業，さらには利益率
が１０％を超すような超大規模で高利益水準のグ
ローバル企業グループが対象となります。今の
ところ全世界で１００社程度，これに該当する企
業が現れるのではないかと見込まれています。
物理的な拠点が，市場国であるA国にない場
合でも，ざっくり言えば，A国での売上に応
じてこのグローバル企業グループの残余利益部
分から課税ベースを市場国のA国に，あるい
は市場国がもっと色々あればそれに配分をしよ
うというのが基本的な考え方です。
このように市場国A国に課税権を認めると，
子会社からサービスを売っている場合には子会
社が所属するC国政府も課税権を持っている
わけですが，あるいはその親会社が存在するB
国もこの企業グループに対して課税権を持ちま
すので，市場国A国と C国，それからA国と
B国の間で二重課税が生じます。この二重課税
を処理するために，B国と C国のどちらがど
れくらいの外国税額控除などを提供して二重課
税の除去の義務を分担するかという問題が生じ
ます。これについては，利益率が高い企業が存
在する場合には，残余利益がより多く溜まって
いるとみなされる一方，この例で言えば軽課税
国であるC国側がより多く外国税額控除など
を行うことによって，二重課税除去の義務を負
うということにしております。

〔諸外国におけるデジタル・サービス・タック
ス等の一方的措置の概要〕国際課税（西方）
（４ページ）
第１の柱が生じた背景としてもう１つ考えら
れるのは，ヨーロッパ諸国で多く導入されたデ
ジタル・サービス・タックス等の一方的措置の
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導入の動きです。これは欧州企業が米企業，特
にGAFAに対して，課税が進まないことに業
を煮やしてデジタル・サービス・タックス
（DST）を打ち出した点も考えられ，こうい
う巨大な IT企業に対しては所得ではなく売上
に数％を課税する形を取るという点が特徴的か
と思われます。欧州の中では資料に記載のある
とおり，イギリス，フランス，イタリア，スペ
イン，オーストリアなどが導入し，他にもイン
ド，インドネシア，トルコといった途上国にも
続々と広がっている状況です。
これに対しては，アメリカが当時はトランプ
政権でしたが，報復として制裁関税をヨーロッ
パに課すということを発表しました。結局２０２１
年１０月から１１月にかけて，アメリカと欧州のイ
ギリス，フランス，イタリア，スペイン，オー
ストリアとインド，トルコの間で合意が成立し，
これらのデジタル・サービス・タックス等の廃
止まで，デジタル・サービス・タックス等の徴
収額を第１の柱と実質的に同水準の税額にとど
めるような形にして，そういった枠組みの中で
導入すれば，制裁関税の発動は取りやめようと
いうことで合意したということになっておりま
す。

〔第１の柱の考え方（２０１９年３月のパブリック
コンサルテーションで示された３つの考え
方）〕国際課税（西方）（５ページ）
次に，５ページ目はご参考ですけれども，な
ぜその市場国に課税権を配分するのかというこ
とについて，OECDで色々議論された中で出
てきた代表的な意見です。まず，イギリスが提
唱したのがこの user participation というユー
ザーの参加によって経済的利益，価値が生まれ
ているのではないかというのが１つ。それから
アメリカが主に主張したものとしてはマーケテ
ィング上の無形資産ということで，多国籍企業
が市場国，消費者がいる市場国で生み出したブ
ランド価値，そういうものに課税すべき価値を
認めるというのが２つ目。それから３つ目はイ

ンドが主張したことですけれども，やはり市場
国で継続して売上を立てているのだということ
で，市場国側がきちんと課税できるようにした
いというのが３つ目の考え方であり，この３つ
の意見が合わさって第１の柱の課税の考え方が
生まれてきたと考えられます。

〔第２の柱（グローバル・ミニマム課税）の考
え方〕国際課税（西方）（６ページ）
続きまして第２の柱を先取りして概要だけ申
し上げます。こちらはグローバル・ミニマム課
税というふうに呼ばれております。こちらはグ
ローバルに世界各国において最低でも実効税率
で１５％の租税負担を確保しようという考え方で
す。対象となる企業は年間総収入，売上が約
１，０００億円以上の多国籍企業ということで，先
ほどの Pillar１に比べると少し下がり，日本の
大企業でもかなり当てはまる可能性があります。
典型的な例ではこの図のとおり，子会社が軽課
税国であるC国側で，例えば１１％しか実効税
率負担をしていないといった場合に，親会社が
存在するB国側で１５％と１１％の差の４％分を
親会社のB国で課税することを可能にする仕
組みが Pillar２，この第２の柱です。

〔第２の柱（グローバル・ミニマム課税）〕国
際課税（西方）（７ページ）
次の７ページに行きますと，グローバル・ミ
ニマム課税にも３種類ありまして，先ほど申し
上げましたとおり，対象企業は世界中で約１，０００
億円以上売上がある企業となります。まず，こ
の所得合算ルール（IIR）というものは，親会
社が日本に存在し，軽課税国側に子会社がある
場合で，先ほどのように，例えば軽課税国側で
１１％しか実効税率がない場合は，４％を日本側
で日本の親会社に課税しますというルールです。
２つ目が軽課税所得ルール（UTPR）というこ
とで，今度は逆に親会社が軽課税国に存在し子
会社が日本に存在する場合に，親会社がX国
で１１％しか課税されていない場合は日本で４％
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分をこの子会社に課しますよという内容です。
それから一番下の国内ミニマム課税
（QDMTT）というのは，いわば軽課税国のX
国側にディフェンスの手段を与えるということ
で，軽課税国が１，０００億円以上くらいのグロー
バル・ミニマム課税対象の企業に対しての
み，１５％に至るまで課税をするということをき
ちんとやれば，日本側での課税はしませんよと
いう内容で，そういったディフェンスの手段を
与える仕組みかと思います。各国がもし合理的
に振る舞えば，この３つを導入するでしょう。
特に軽課税国は自国に多国籍企業の子会社が所
在する場合にはQDMTTを導入し，そうした
企業に対してのみ法人税を引き上げて実効税率
が１５％になるまで課税して，親会社が存在する
例えば日本のような国から課税されないように
するかと思われます。多くの国がこの第２の柱
に沿ってQDMTTを導入すれば，基本的に，
例えば日本が軽課税国に存在する日本企業の外
国子会社との関連で課税することも無くなり，
税収の面でも第２の柱による税収は日本側には
あまり生まれないのではないかということも考
えられます。
逆にこの軽課税国側がQDMTTを導入した
場合，今まではグローバル企業の子会社がこの
X国にあったわけですが，税率上のメリットが
これからはなくなるかもしれないということに
なり，これによって何が起こるのか少し個人的
に興味があります。例えばX国に存在する子
会社のメリットがなくなったということでどこ
かの国に移転してしまうのか，あるいはそうし
た子会社たちを引き留めるために，軽課税国の
X国が何らか別のメリットを提供するのか，そ
の辺は今後関心を持ってよく注視したいと思っ
ています。

〔新たな国際課税ルールについて〕国際課税（西
方）（８ページ）
これまでの話をまとめたのがこの１枚紙です
が，下のところに今後のスケジュールが書いて

あります。先ほど吉村さんからもお話がありま
したとおり，第１の柱については２０２３年，来年
の前半に多国間条約の署名，そして再来年２０２４
年にこの多国間条約の発効を目指すということ
を考えております。それから第２の柱につきま
しては，既に大枠は合意しており，これは各国
の裁量で執行するということですので，各国は
基本的に２０２２年，今年中に国内法を改正し，２０２３
年，一部は２０２４年の実施が目標というふうにさ
れております。以上が総論のご説明ということ
で，これから第１の柱について少し詳しくご説
明します。

２．第１の柱
〔第１の柱（市場国への新たな課税権の配分）〕
国際課税（西方）（１０ページ）
これは先ほど少し申し上げましたとおり，第
１の柱の課税はあくまで残余利益部分を概念的
に切り出して，その４分の１に対して配分利益
として市場国に課税ベースとして割り振る仕組
みというように言えます。残余利益を概念する
上でグローバル企業グループの世界全体の収入，
ざっくり言えばこの売上を出して，そこから費
用等を差し引き，通常利益と言われる部分を差
し引いた上で残余利益の４分の１を市場国に割
り振るべきAmount A，利益Aと訳しており
ますが，Amount A というものとして各国に配
るというふうに決められております。

〔利益Ａのパブリックコンサルテーションの状
況〕国際課税（西方）（１１ページ）
そして，１１ページに示されておりますとおり，
利益Aは非常にテクニカルな複雑なルールで
ありますので，どのようにこれを適用するかと
いうことのルールについては，累次のパブリッ
ク・コンサルテーションの段階を経まして，原
案がビジネス界等々に示されて意見を募集する
形をこれまで取ってきております。

〔利益Ａ進捗報告書に含まれる利益Ａに関する
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ルール〕国際課税（西方）（１２ページ）
続きまして１２ページは利益Aに関するルー
ルの全体像です。これからそれぞれについてご
説明いたしますので，ここでは飛ばします。

〔利益Aの適用プロセス〕国際課税（西方）（１３
ページ）
１３ページは利益Aを確定させる上でのステ
ップを大体５つに分けた場合の概念図です。ま
ず１個目として，どういう企業がこの利益A，
第１の柱の課税の対象となるのかというのが
Step１。その上で市場国，どの国に利益Aを
配分することができるのかということを決める
のが Step２。それから Step３がその課税ベー
スとなる金額を決定する計算の仕方。この利益
Aの金額が出たところで，それをどの国にど
れくらい配分するのかということを決めるのが
Step４。さらに Step５において，二重課税除
去をどういう国がどれくらい負担して調整する
のかということを決めます。

〔Step１：適用対象企業の決定①〕国際課税
（西方）（１４ページ）
まず，適用対象企業の決定です。こちらは上
の欄にございますとおり，利益Aの対象とな
るグローバル企業グループは当期の収入が２００
億ユーロ超ということと，かつ過去の利益率を
加味した平均メカニズムによる利益率が１０％超
という２つのテストによって判定するというこ
とになっております。この過去の利益率を加味
する平均メカニズムというのは，少し複雑です
けれども，初めて利益Aが適用される場合や，
一度利益Aが適用されて，その後２期連続で
適用対象外になった場合のみ適用するというこ
とです。
初めて利益Aが適用される場合の平均メカ

ニズムの考え方については，その下に実例を書
いております。当期でこの上の（a）の例にあり
ますとおり２５billion，２００億ユーロ超の収入が
あり，利益率も１４％あるため，「当期テスト」

はパスしますということと，過去直前４期のう
ち２期以上利益率が１０％を超えるか否かの「過
去期テスト」ということで，この場合は超えて
いないということでテストを満たさず，利益
Aの適用対象外ということとなります。「平均
テスト」については，下の（b）の例に書いてあ
りますとおり，当期とその直前４期の利益率の
加重平均を出した上で判断を行うということに
なっており，この例では「平均テスト」を満た
さないこととなっております。

〔Step２：ネクサスルールの概要〕国際課税
（西方）（１６ページ）
次の１５ページは少し細かいので飛ばしまし

て，１６ページにまいります。これが利益Aと
いう残余利益の一部をどの国に配分するか，国
を選ぶときの基準です。先ほど申し上げていな
かったのですが，これはネクサスルールと申し
まして，基本的にはそのグローバル企業がその
市場国から１００万ユーロ以上の収入を得ている
場合には，その国は利益Aの配分対象と認定
されます。ただ，GDP４００億ユーロ未満の経済
規模が小さい国の場合には，もしそこの国で２５
万ユーロの収入，売上が立てば，その国は配分
対象国となるというのがルールです。
下の例で言いますと，例えばB国は大国で
GDP４００億ユーロ以上ですが，ソースルールで
特定されたこの国での売上というものが０．７５
million で，１million に満たないので，これは
利益Aの配分を受けられない国となります。
逆にC国の場合は４００億ユーロ未満でGDPの
規模は小さい国でありますけれども，売上が
０．７５million で，２５万ユーロ以上ですので，ネ
クサスを満たすということでこの国は利益A
の配分を受けられる国になるということになり
ます。その場合はグローバル企業グループの全
体の収入R分の C国の収入０．７５million に対応
する分を課税ベースとしてこのC国は利益A
の配分を受けられるということです。

― 144 ―



〔Step２：ソースルールの原則及び共通ルー
ル〕国際課税（西方）（１７ページ）
こちらがソースルールの原則でして，どこの
国でその収入が生じたかということを特定する
わけですが，それには信頼できる方法を使わな
いといけないということで，具体的な信頼でき
る指標によって特定するのが原則とされており
ます。ソースルールの適用に当たっての原則の
２つ目の矢印の例に書いてありますとおり，最
終製品の最終顧客への直接販売から生じる収入
の場合は「最終顧客の配達先住所」，あるいは
「最終顧客に販売する小売店の場所」によって
決めるということで例示されております。ただ
そういった信頼できる指標が見つけられない場
合は，そのソースルールで許容されている限り
において配分キーを用いて配分する（アロケー
ションする）という別のやり方も認められてお
りまして，例えばこの部品の販売から生じる収
入の場合は，GDP比に基づいて各国に収入を
配分するというやり方も認められております。
収入の分類については，基本的には源泉地は
収入のカテゴリーに従って特定するということ
ですし，複数のカテゴリーに該当する収入につ
いては支配的な性質で源泉地を決定します。

〔Step３：課税ベースの決定－調整税引前利
益の概要〕国際課税（西方）（１９ページ）
次の１８ページは少し飛びまして，１９ページの

方にまいります。今度は課税ベースとなる調整
税引前利益をどうやって決めるかというところ
を図示しております。基本は財務会計上の損益，
これは IFRS とか日米の各会計基準などにより
作成した連結財務諸表の損益がベースとなりま
す。ここから配当部分を除外したり，税金費用
等を除いたり，場合によっては加算するなどし
て最終的に純損失部分を差し引いて課税ベース
となる調整税引前利益を算出するということで
あります。

〔Step４：利益 Aの配分式〕国際課税（西方）
（２０ページ）
２０ページにまいりますと，この利益Aから
どのような形で各国に配分すべき利益を出すか
というところが書かれています。先ほど申し上
げましたとおり，巨大グローバル企業の残余利
益に対して市場国側の課税権を認めようという
考えに基づきますので，利益Aを求める上で
は，前のページで求めました調整税引前利益か
ら全収入額の１０％をいわば通常利益分として差
し引いて，その上で残りを残余利益分と仮定し
た上で，その２５％分が市場国側に配分する利益
Aとします。これを先ほど触れたネクサスルー
ルに適合した各市場国における売上規模に応じ
て，比例配分をしていくということで各国に分
配していくことになっています。

〔Step４：利益 Aの配分－MDSH（マーケテ
ィング・販売利益セーフハーバー）の仕組
み〕国際課税（西方）（２１ページ）
利益Aの配分の中でマーケティング・販売
利益セーフハーバー（MDSH）という概念が
あります。これは一体何かといいますと，市場
国側で利益Aを配分する前の段階で，子会社
とか PEの残余利益部分に対してその市場国側
で既に課税している場合には，その市場国に利
益Aを改めて配分して課税してしまうと，そ
の残余利益部分に二回課税が行われるというこ
とになりますので，既に市場国側で課税されて
いる残余利益部分を求めようとするのがこの
セーフハーバールールです。
この太字の計算式にありますとおり，セーフ
ハーバー調整額は各事業体の会計上の利益から
計算される国別の利益から通常利益に相当する
利益（PEP：Portion of Elimination Profit）と
いうものを差し引いて，それによって得られる
残余利益に相当する利益にY％というものを掛
けてセーフハーバー額を求めるといった概念的
なものが決められております。しかし，実は現
時点でこの各数字をどう置くかというところが
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各国の間で非常に激しい交渉の議題になってお
りまして，様々な意見が出されているところで
す。

〔Step５：二重課税の除去の仕組み -Identifi-
cation〕国際課税（西方）（２２ページ）
次は二重課税除去の仕組みでして，先ほど申
し上げましたとおり利益Aを市場国側で課税
する場合には，その多国籍企業が存在する所在
地国の法人課税と二重課税が生じますので，こ
の二重課税除去の義務をどの国がどの程度負担
すべきか決定する必要があります。ここでは，
まず二重課税除去の義務を負う候補国を特定す
るルールがありまして，利益が大きい国から積
算してグループ全体の利益の９５％以上を構成す
る国を候補国としますというのが１つ目のルー
ルです。もし９５％を満たさない場合でも５０mil-
lion ユーロ以上の利益額を有する国は二重課税
除去の義務を配分される候補国として追加する
というのが２つ目のルールです。これによって，
利益が僅少である国については二重課税除去の
対象から除外することとなっており，これは一
種のデミニミス利益ルールというふうに呼ばれ
ております。

〔Step５：二重課税の除去の仕組み -Alloca-
tion〕国際課税（西方）（２３ページ）
続きまして２３ページにまいります。前のペー

ジで特定されました二重課税除去の義務を負う
候補国において，そのグループ内の企業ごとに，
まずは国別に収益性を比べて４つの階層
（Tier）として分類してみることで，その上位，
つまり収益性の高い子会社の存在する国から順
番に，より重い二重課税を除去する義務を配分
するといった仕組みになっております。つまり，
より残余利益が溜まっている子会社が所在する
国，これが軽課税国だったりすることが多いわ
けですが，そういった残余利益が溜まっている
国がより重い二重課税除去の義務を負うという
仕組みになっていると言えると思います。

このページの下段にありますが，その収益性
を何で測るかというのがRoDP（Return on De-
preciation and Payroll）ということで，利益を
減価償却費と人件費の合計額で割ったものを用
いております。利益が同じ場合でも，有形資産
と人件費が相対的に小さい子会社であれば収益
性が高いと見なされまして，その子会社が所在
する国が外国税額控除などを通じて二重課税を
除去する義務が大きくなる可能性が高いという
ふうに言えます。
細かい話になりますけれども，このTier１
というのはグループ全体の平均の利益率，
RoDPの１５倍を超えるような非常に高い利益率
の国がもし複数あれば，利益率の高い国にはよ
り重い二重課税除去の義務を負わせるというこ
とで，同じTier 内で RoDP の高い国から優先
的に負担額を配分するWaterfall と呼ばれる手
法で義務を負わせるということにしております。

〔Step５：二重課税の除去の仕組み -Alloca-
tion（適用イメージ）〕国際課税（西方）（２４
ページ）
次の２４ページでそれを図示しております。ま

ず右肩上のグローバル企業全体の数値で見ます
と，利益が３，０００，それから減価償却費・人件
費が５，０００ですので，利益率は６０％と計算され
ます。一番左の J１国の子会社は減価償却費と
人件費が非常に少ないため利益率が１，２００％と
いうことで，グループ全体の利益率６０％の２０倍
ということになります。J１国はグループ全体
の利益率の１５倍の閾値であるTier１に入りま
すので，Waterfall 方式が適用されるというこ
とです。J２国にある子会社も，これを見ます
とRoDPが９５０％でグループ全体の利益率６０％
の１５倍を超えますので，これもTier１に入る
ということです。
Waterfall が適用されますと，まずその国に
所在する子会社たちをまとめてRoDPを計算
し，利益率の最も高い国に計上される利益のう
ち，２番目に利益率が高い子会社が存在する国
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の利益率を上回る部分に二重課税除去の負担額
を配分する，それがこの①の２５という部分です。
次に①部分だけでは二重課税除去の義務として
配分すべき金額の全てを賄えませんので，１番
目と２番目に利益率が高い国の利益のうち，３
番目に高い国の利益率を上回る部分に二重課税
除去の負担額を配分します。ただし，この例で
は３番目に高い J３国の子会社群は利益率の水
準，１００％の前にTier１の下限が来てしまって
おりますので，Waterfall による配分はTier１
の下限で終わる，これが②の部分です。Tier１
の配分が終わった後，Tier２ではTier１の場
合とは少し異なりまして，各国の子会社たちの
Tier ごとの利益の金額に応じて二重課税除去
の負担額をいわば比例で配分する方法となって
おります。例えばTier２であれば利益率がグ
ループ全体の利益率の１．５倍超から１５倍以下の
レンジとなっておりまして，この域内にある各
国の利益の額に応じて二重課税除去の負担額を
比例配分するということで，J１，J２，J３が
Tier２のレンジでそれぞれ８１，３２４，１４５の利益
を有しますので，それに応じて利益が配分され
るということです。これが③の部分です。少し
複雑ですが，図示の上ご説明させていただきま
した。

〔利益Aに関するスケジュール〕国際課税（西
方）（２５ページ）
２５ページが第１の柱の最後ですが，こちらに
ありますとおり第１の柱に係る多国間条約を来
年前半に合意して署名することとして，その多
国間条約は２０２４年に発効することを目指してお
ります。この条約を担保する国内法につきまし
ては，国際的な議論がこのスケジュールどおり
に進むとすれば早くとも２０２４年度，令和６年度
以降の税制改正で整備すると見込まれておりま
す。第１の柱については以上です。

Ⅱ．市場国への新たな課税権の配
分に対する意見・質問

―――――――――――――――――――――
（吉村） 西方さん，大変難しいルールでした
けれども，図表を駆使して短時間に分かりやす
くご説明いただきました。どうもありがとうご
ざいます。それではここでパネリストの皆さん
から順次ご意見，ご質問を頂戴したいと思いま
す。最初に青山さん，どうぞよろしくお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

（青山） 千葉商科大学の青山でございます。
では私から最初に，先ほど総論の部分とそれか
ら第１の柱をご説明いただきましたので，それ
についてコメントさせていただきます。まずコ
メントの前に，ここまでこの２つの柱からなる
国際課税ルールについてOECDの IF の中で合
意が成立し，まさに実施に移らんとしているこ
の国際的な協調活動の中で，大変なリーダーシ
ップを発揮されてきた西方さん以下財務省の代
表団の方々のご尽力に対して，まず敬意を表し
たいと思います。また，財務省は，ポリシーと
して色々な制度の枠組設計のみならず，具体的
な個別の検討の段階においても，常に日本のビ
ジネス界とのコミュニケーションを図っておら
れます。私も参加する経団連の研究会の場で意
見交換くださったわけですが，そのような日頃
の連携に対しましてもお礼を申し上げたいと思
います。

〔国際合意と国内法改正の見通し〕
最初に２つの柱全体をカバーする内容につい
てのコメントになりますが，まず１点目は，国
際合意と国内法改正の見通しについてです。８
ページの表で今後の見通しが分かりました。目
下のところ全体として IFでの作業は順調に進
捗していると伺っているものの，スケジュール
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の面では，第２の柱の先行実施と第１の柱の多
国間協定の遅延という跛行状態が確認されてお
ります。一方で国内法化に向けた政治的な協調
面では，先ほども吉村さんからもお話がござい
ましたが，EUでは２つの柱をパッケージで合
意できることを求める根強い声等があって，指
令案の合意を妨げております。またアメリカで
は財務長官の積極的な姿勢にもかかわらず，グ
ローバル・ミニマム税に対応したGILTI 税制
改正が行われておりません。また利益Aに係
る多国間協定の国内実施について法的な難点が
指摘されているなど，国際協調に向けた懸念が
表面化しております。今後 IFでの重要な執行
細目を含めた協議の進捗と，G２０ベースでの政
治折衝の進展について財務省としてどのような
見通しをされているのか，またそれらを踏まえ
ると国内での我が国税制改正の取り組みのスケ
ジュールについては修正の可能性があるのかを
確認させていただきたいと思います。

〔デジタル・サービス・タックスの廃止とタイ
ミング〕
総論の２つ目として，各国が実施しているデ
ジタル・サービス・タックスの廃止の対象とな
る税目とタイミングです。プロジェクトが目指
してきた一国限りの措置であるデジタル・サー
ビス・タックスの廃止は，USTRを中心に具
体的な要求を繰り返してきたアメリカ政府だけ
ではなくて，二重課税負担のリスクを負うデジ

タル産業界全体の関心事項でもあります。EU
型のデジタル・サービス・タックスのみならず，
インドの平衡税などについても，これらと比べ
て閾値が高く設定された利益Aと引き換えに
全面的な廃止をG２０ベースで実現できるか，廃
止のタイミングも含めて現在の感触をお伺いし
たい。また２つの柱の合意と両立し得ると主張
しているEUのデジタル賦課金構想への対応に
ついても，もし議論が行われているのであれば
お伺いしたいと思います。

〔利益Aの配分と移転価格配分との調整〕
以上が２つの柱全体を通じたものですが，第
１の柱についてのコメント，質問を若干申し上
げたいと思います。先ほどのご説明で例えば対
象企業の特定について，平均化を図る具体的な
算定過程，あるいは二重課税排除についての
Waterfall 等の仕組みについて非常に分かりや
すい説明を頂きました。これらの情報は非常に
役に立ちます。その上で２点，コメントさせて
いただきたいのですが，１つは利益Aの配分
と移転価格配分との調整です。これはMDSH
（マーケティング・販売利益セーフハーバー）
の仕組みとの関係ということにもなりますが，
セーフハーバーの利益率はさらに１年遅れのス
ケジュールとなっている利益Bの仕組み，こ
ちらの方は独立企業原則の枠内での基礎的販売
活動に対する定率配分ということなのですが，
これとも関連して関心を呼んでおります。これ
らは並行する２制度の執行コストのみならず，
納税者の選択に関わる重要事項であって，将来
両ルールのカバーする領域の多寡を左右すると
思われます。個人的には将来利益Aの閾値が
下がって，適用対象取引が増えてきてフォーミ
ュラ方式への信頼性が高まりますと，両者の中
間に存在する利益Bの活用度もおのずと高ま
り，移転価格の厳密な独立企業原則のカバー領
域が相対的に縮小して課税権を巡る国家間の争
いも緩和され，納税者にとっては予測可能性が
向上すると期待できるのではと感じております。
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そのような将来枠組みは IFで議論されている
のでしょうか。源泉地国課税を信奉する途上国
からは，そういう面での期待がありそうに思わ
れるものですから伺いたいと思います。
その意味で，未定とされているMDSH（マー
ケティング・販売利益セーフハーバー）につい
て，調整額の算定における利益率に関する議論
の動向，先ほど西方さんからは激しい論争があ
るというふうにご紹介がありました。これにつ
いてもう少し詳しい情報がございましたらお伺
いしたい，併せてデミニミス基準の導入などに
ついてどのような議論があるのかについてもお
伺いできたらと思います。

〔適用対象企業とネクサスルール〕
２点目ですが，適用対象企業及びネクサス
ルールについてです。配布資料によりまして複
数年数による適用対象グループの決定などは判
明いたしました。対象企業が超巨大多国籍企業
であることを前提に，その情報収集力を踏まえ
たコンプライアンスコストの範囲内で設計され
ていると思われますけれども，信頼できる方法
による源泉地の決定や収入の分類など，市場国
のデータ収集の技術的な複雑性，困難性は増し
ております。さらなる簡素化に向けた執行上の
措置やガイダンスの必要性はあると思います。
そこで先ほどの最後のスケジュールで１０月の
IF会合で税の安定性等に関する執行，税の安
定性に関するルール公表となっておりました。
これについての現時点での検討の方向性につい
てお教えいただける範囲でお願いしたいと思い
ます。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 青山さん，どうもありがとうござい
ます。それでは続きまして坂東さんからご意見，
ご質問を頂きたいと思います。よろしくお願い
いたします。
―――――――――――――――――――――

（坂東） 坂東でございます。本日は西方さん，
丁寧なご説明を頂きましてありがとうございま
した。Pillar１，特に利益Aについては現時点
で直接対象になる企業は限定的と理解しており
ますけれども，潜在的な適用可能性や間接的な
影響まで含めると，やはり多くの企業に関係し
得るところと認識しております。そうした認識
に立って私からは３点コメントさせていただき
たいと思います。

〔仕組みの複雑さ〕
１点目は仕組みの複雑さです。課税ベースを
決定するための調整税引前利益の算定方法は
Pillar２の GloBE 所得の算定方法と似てはいま
すが異なっておりますし，MDSH調整額の計
算で出てきます通常利益と国別利益も，利益B
の概念とも，GloBE 所得の概念とも異なる新
しい指標になっています。それから二重課税の
除去の方式についても，やはり難解なところが
あります。なかなか肌感覚で数字を捉えるのが
難しく，どのような商売を行うとどのような結
果につながっていくのか，にわかにはちょっと
想像できないところがあります。利益Aをグ
ループ内のどの企業が負担するのかという問題
にもつながってまいりますけれども，仮にその
計算結果に基づいて現地の子会社に負担を求め
たとしても，内容について理解を得ること自体
が容易ではなく，納得感の醸成ひいては制度の
浸透が難しいということが出てくるのではない
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かと懸念しています。この複雑さを見ますと
個々のパーツの理論的な側面へのこだわりが強
過ぎるようにも感じられるのですが，Pillar２
と合わせられるところは合わせるなど，もう少
し簡素な制度にすることを検討する余地はござ
いませんでしょうか。

〔ソースルール〕
次に２点目はソースルールについてです。ま
ず，利益Aの対象企業は収入の源泉地を特定
するための信頼できる指標を収集する必要があ
ると認識しておりますけれども，これは対象企
業だけの問題ではありません。対象企業の販売
先や卸売業者にとっても対象企業からの協力要
請にどこまで応えられるかという現実的な問題
がありまして，要はバリューチェーン全体にわ
たって関心を持っている事項であるということ
を申し上げておきたいと思います。
それから次に企業にとっての懸念点について
ですけれども，収入の源泉地を特定するために，
やはりどこまでの努力が求められるのかという
ことがポイントになってきます。進捗報告書で
は相当程度配分キーの使用が認められることと
なっていまして，また時間的な猶予措置も導入
されているということですけれども，特に卸売
業者経由の販売あるいは部品の販売について最
終販売地を特定するためのいわゆる「合理的な
ステップ」については，対象企業，ひいてはバ
リューチェーン全体に過度なストレスをかけな
いような内容としていただければと思いますし，
各国で運用が異なると紛争の元ともなりますの
で，多国間条約の中で明記をしていただきたい
と考えております。

〔利益Bと移転価格ルールの関係〕
それから最後に３点目は，本日の利益Aの
議論からは少し離れてしまいますけれども，よ
り多くの企業が射程に入る利益Bと既存の移
転価格ルールの関係性についてコメントさせて
いただきたいと思います。

利益Bは基礎的なマーケティング・販売活
動に関わる販社の利益をあくまで既存の移転価
格ルールの範疇で標準化するものというふうに
理解しております。しかしながら標準化を重視
し過ぎると移転価格ルールから逸脱することに
なりかねないと思っております。
これは１つの例ですけれども，販社の取引形
態には売買契約に介在するバイセル取引と，介
在せずにコミッションを受け取るコミッショネ
ア取引があります。これらの取引は形態こそ異
なりますけれども，バイセル取引についてもコ
ミッショネア取引同様に価格変動のリスクを取
らずに販売サービスの提供を行うのみの場合も
ありまして，機能リスクの観点からはディスト
リビュータというよりはサービスプロバイダー
として扱われる，そういった場合があると思い
ます。しかしながら基礎的なマーケティング・
販売活動の定義を契約形態に基づいて決定した
場合には，バイセル取引が一律に利益Bの対
象となり，利益水準指標が一律リターン・オ
ン・セールス（売上高営業利益率）になってし
まうということが起こり得ると思っております。
標準化を目指す方向性自体は理解できますけれ
ども，その結果，移転価格ルールを外れてしま
うのでは本末転倒なところがあります。
それから既存のAPAがある場合もAPAの
内容と矛盾が起きて，APAの更新が危ぶまれ
るという事態も想定されます。そうした中で利
益Bに関する IFでの議論が移転価格ルールを
尊重する形で行われるようにご尽力いただけれ
ばありがたいと思います。私からは以上でござ
います。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 坂東さんどうもありがとうございま
した。それでは続きまして本田さんからご意見，
ご質問を頂戴したいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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（本田） 本田です。西方さん，今日は２つの
柱の大枠合意の検討状況についての詳細な資料
とご説明ありがとうございました。大枠合意の
細部を詰めるという非常に困難な作業に改めて
敬意を表する次第です。私の方からは，国際課
税の実務と理論の双方に関連する観点から意見
と質問を３つさせていただければと思います。

〔多国間条約と国内法の改正〕
１つ目は多国間条約と国内法の改正という点
ですが，来年２０２３年の前半に多国間条約の署名
予定という形でスケジュールが再設定されたと
ころですが，多国間条約におきましては我が国
と条約を締結していない国も参加するものと思
われます。従いまして，内容としては既存の条
約の規定の修正と，それから租税条約の未締結
国との間では新たな課税権の設定という形で混
在するような形となり，この点が多国間条約の
技術的にも難しい論点の１つではないかと考え
ております。多国間条約では，この点について
どのように対応する予定か教えていただければ
幸いです。また，各国では条約の批准に加えて
国内法の改正も必要とされております。租税条
約によって新たな課税権を設けるということは
できないと考えられておりますので，国内法で
対象法人に対して外国法人課税を新たに設ける
ような大掛かりな改正になるのではないかと思
われます。国内法上の固有の論点としては，手
続き面なども含めて，どういった論点が検討対

象となっているか教えていただければ幸いです。

〔多国間条約の発効〕
２点目には，多国間条約の発効という点です
が，第１の柱の利益Aの検討の進捗状況をま
とめたプログレスレポートのカバーノートでは，
多国間条約の発効は，利益Aの新課税権の対
象となる企業の大半が所在する居住地国及び利
益Aの課税に伴い二重課税の排除を求められ
る主要国を含む，Critical Mass of Countries の
批准が条件となるという形で示されております。
多国間条約の発効にこのような条件が付された
背景，それから対象国の範囲はどのようなもの
になるのか教えていただければと思います。こ
の点につきましては，米国では最近租税条約の
批准の状況が遅延しており，それから，現在の
議会の状況などを踏まえますと，利益Aの多
国間条約の実現へのハードルが一層高まるので
はないかというふうにも考えております。

〔税の安定性〕
３点目には，先ほどもコメントで出ましたが，
税の安定性という点です。昨年１０月の大枠合意
では，税の安定性については，対象企業は利益
Aに関する二重課税など全ての紛争について
義務的・拘束的紛争解決の対象とされる一方，
新興国・途上国では紛争処理の経験，それから
執行能力の不足などがあることから，途上国に
ついては選択的な紛争解決を認めるという形で
新興国・途上国の懸念への対処が図られている
と思われます。途上国への配慮の部分が拡大す
る場合には，この税の安定性への影響も大きい
と思われますが，この枠組みについて現在の議
論の状況は如何か教えていただければと思いま
す。私の方からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 本田さん，どうもありがとうござい
ます。それではお三方からご意見，ご質問を頂
きましたので，西方さんの方からご回答いただ
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ければと思います。西方さんよろしくお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

（西方） かしこまりました。皆様さすが国際
課税に非常にお詳しい先生方でいらっしゃいま
すので，とても示唆に富む色々なコメント，ご
意見，ご質問を頂きましてありがとうございま
した。私の方から似たようなご質問については
少しまとめた形で順不同でご回答させていただ
きますが，ご了承ください。

〔国際合意と国内法の見直し〕
まず国際合意とその国内法の見直しにあたり
青山さんから，今後の IFの議論の進捗の見通
しと国内法制化のタイミングについてのご質問
を頂きました。現在第２の柱について実施細目
のようなものに当たります，Implementation
Framework というものが議論されており，交
渉中です。実は，この細目に我が国が法制を整
備する上で必要となる詳細な点がかなり含まれ
ており，他の国，ヨーロッパだと必ずしもそこ
まで細かいところまでは法律に書かないかもし
れませんが，日本の法律はどちらかと言うと比
較的細かく書く方なので，現状は Implementa-
tion Framework で議論されているものがきち
んと決まるということを待っている状況です。
こうした論点が早く明確になるようにOECD
にも働きかけていますし，７月にアメリカのイ
エレン財務長官が来訪されたときにも，日米財
務大臣会談がされたその後の共同声明で，早期
の Implementation Framework の合意を求め
るという一文を入れたりしております。ただ，
ここはなかなかマルチの交渉の場の話なので，
今の時点ではまだ確たることを申し上げられる
状況にはないのですが，とにかくなるべく早く
ファイナライゼーションしてほしいと思ってお
ります。
外国の動きについてもお話がありましたとお
り，アメリカのインフレ抑制法（Inflation Re-

duction Act）の方には，第２の柱を踏まえて
当初盛り込まれると見込まれていたGILTI 法
案の見直しというものが盛り込まれておりませ
ん。新たに似たような形の１５％の法人代替ミニ
マム課税というアメリカ独自のミニマム課税と
いった制度は導入されましたが，それは第２の
柱の担保となるべきものとは異なるというふう
に理解しております。他方でEUあるいはイギ
リス，韓国，これらの国においては第２の柱の
法制化に向けた動きが活発に見られますので，
こうした国々の動向をよく注視していきたいと
思っております。我が国の第２の柱の法制化の
タイミングにつきましては，こうした点も踏ま
えて外国の様子，あるいは Implementation
Framework の交渉状況などを踏まえて，令和
５年度以降の税制改正における国内法の改正，
整備を考えています。

〔既存の一方的措置の廃止〕
続きまして青山さんからDST（デジタル・
サービス・タックス）の廃止の対象やタイミン
グについてご質問頂きました。この点について
は，今後第１の柱の多国間条約の策定過程で，
その廃止すべき既存のDSTのような一方的措
置のリストを作ったり，それからその廃止のタ
イミングを決めたり，将来導入してはいけない
一方的措置というものの定義について合意しよ
うということを現在交渉しておりまして，それ
がまとまれば明確化するということだと思いま
す。昨年１０月の合意自体は，ご案内のとおり IF
の中の合意なのでG２０の諸国も当然ですし，か
なり多くの国が入っており，そこで一方的措置
は廃止するということで一応は合意したという
ように思っておりますので，そのように進むと
良いなと思っております。
ご指摘がありましたのは，EUのデジタル賦

課金（Digital Levy）については，当初コロナ
禍からの経済復興等のための新たな財源として
導入が検討されたというところがありましたが，
昨年１０月の合意を経て昨年の１２月に欧州委員会
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から提案された財源計画案においては，第１の
柱の実施に伴う税収の一部をEUの財源とする
という提案が出されていると認識しておりまし
て，報道によると欧州議会における議論におい
て第１の柱が実施されない場合にはDigital
Levy の提案を検討すべきという議論がされて
いるそうです。

〔仕組みの複雑さの解消〕
続きまして坂東さんから第１の柱と第２の柱
について仕組みの複雑さというものを緩和する
意味で，合わせられるところは合わせた方が良
く，なるべく簡素な制度にすべきというご指摘
を頂きました。これは非常に我々も大事な視点
だと認識しております。第１の柱というのは先
ほど申し上げましたとおり，経済のデジタル化
によって既存の国際課税原則ではなかなか市場
国で十分な課税ができないといった問題に対応
するものであり，これまでにない新しい制度と
なっております。そのために市場国への適切な
課税権の配分のあり方とか，既存の PE原則の
下で既に課税された利益との調整，先ほどの
MDSHの話ですけれども，そういった検討す
べき論点がどんどんと生じてきている状況です。
これをなるべく多くの国が参加し，受け入れて
もらえるような制度にするという意味で，論点
が非常に多岐にわたり複雑な交渉になっている
面があります。
何とかこれを一貫した内容として構築するた
めに各国が努力しておりますが，この反面とし
て先ほどご指摘のあった，既存の国際課税の仕
組みとは大分異なる仕組みになっているという
のが事実だと思います。全体として制度的な一
貫性を保ちつつ制度としてワークするという，
実態として動くということはおっしゃるとおり
非常に大事ですので，ビジネス界からもそのパ
ブリック・コンサルテーションなどの機会を通
じて，制度の明確化あるいは簡素化のご意見を
今までも頂いていますし，これからも頂きたい
と存じます。ただ，OECD事務局も大分忙し

そうで，次々とペーパーを出さなければいけな
いような状況なので，そこら辺は色々見ながら
やらなければいけないと思いますけれども，財
務省としましても，今日のような租研の場も含
めて色々な場で皆様のご意見を頂きながら，
OECDへのインプットに活用したいと考えて
おります。

〔マーケティング・販売利益セーフハーバー
（MDSH）と利益B〕
それから青山さんからマーケティング・販売
利益セーフハーバーやあるいは利益Bの関係
についてご質問頂いたというふうに考えており
まして，このマーケティング・販売利益セーフ
ハーバー，MDSHと利益 Bの関係については，
直接的に申し上げますと，実は今回プログレス
レポートにおいて示されたセーフハーバーの条
文案そのものを見ると，その国別に計算される
残余利益に着目する形になっており利益Bそ
のものの数字というか記号が含まれていないと
いうことなので，そこに直接的な関係は一応は
ないという形になっています。ただ実態として
はもちろん関係しますので，利益Bについて
は移転価格に関する紛争を減少させ，納税者の
予見可能性が高まるという期待がある一方で，
行き過ぎた標準化というものに対する懸念もご
案内のとおり，あります。また，独立企業原則
を毀損するという懸念も作業部会の中でも議論
がありまして，結構この議論は活発に行われて
おります。引き続き IFの中でも色々と議論さ
れていくと認識しております。
このマーケティング・販売利益セーフハー
バーの調整額の算定において，先ほど出ました
この PEP（Portion of Elimination Profit）の算
定方法，それからMDSHの適用に係るデミニ
ミス基準につきましては今後詳細な議論がまさ
に行われる予定です。この設計自体が，実は二
重課税除去のアプローチをかなり参考にしてい
るといった議論が今までもありますので，見通
しとしては，この二重課税除去に用いられる
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色々な指標がベースになる可能性はあるという
ところですが，いずれにしてもそのセーフハー
バーに合った形でそれを少し修正していくとい
う議論になるのでは，というふうに見ておりま
す。

〔利益Bと既存の移転価格税制のルールの関
係性〕
坂東さんから利益Bと既存の移転価格税制

との関係性についてご指摘いただきました。要
するに，この利益Bに関する議論が既存の移
転価格税制を尊重する形で行われるべきといっ
たご意見を頂いたと存じます。利益Bという
のはご案内のとおり昨年１０月の合意で，いわば
キャパシティが低い途上国などのニーズに焦点
を当てて国内の基礎的マーケティング・販売活
動の独立企業原則の適用を簡素化，合理化する
というふうに述べられておりますところ，基礎
的マーケティング・販売活動とは一体何なのか
という定義の問題や，どのような取引形態が対
象になるかという点が今まさに活発に議論され
ているところでして，そのバイセル取引のみの
狭い範囲に限るべきという国と，コミッショネ
ア取引とかセールスエージェント取引などを含
めたより幅広い範囲の取引を対象とすべきとい
う国と意見が少し分かれている状況です。
いずれの場合であっても，ご指摘のような契
約は形式としては売買契約だけれども，機能や
リスクはサービスプロバイダーに相当している
という場合，サービスプロバイダーという経済
的実態に合った Profit Level Indicator（利益水
準指標）によって独立企業間価格を算定すべき
ということであります。従って，こうした取引
に典型的な売買契約の Profit Level Indicator で
あります売上高営業利益率をもし一律に適用し
ていくことになると，独立企業原則を毀損する
ということになりますし，既存のAPAにも影
響を与えかねないという懸念については我々も
認識しております。
他方でキャパシティの低い国のニーズという

観点から言いますと，利益Bを可能な限り標
準化して利便性を確保すべきという主張も強く，
昨年１０月の合意事項に基づいてどのような標準
化が適切か，現在，作業部会において，先ほど
申し上げたとおり非常に活発な議論が行われて
いるところです。実は現状では，その途上国に
加え，途上国ではない二重課税事案を多く抱え
る国も，利便性を寧ろ重視してこちらに支持を
するという動きも広がってきておりまして，議
論の方向性はかなり予断を許さないという状況
かと思っていますので，我々としてもご指摘を
頂いた懸念も念頭に置きながら取り組んでまい
りたいと思っています。
また利益Bの具体的な執行方法については

強制適用（mandatory）にするのか，選択適用
（elective）形式にするのか，それから反証可
能（rebuttable）オプションを設けるかという
ところについては，議論が引き続きなされてい
るところです。

〔ソースルール〕
それから青山さんから，ソースルールについ
てのさらなる簡素化などのその方向性について
ご質問を頂きました。また坂東さんからは，ソー
スルールについてバリューチェーン全体につい
て過度なストレスをかけないような内容にして
ほしいというご意見も頂きましたので，ソース
ルールに関連するものとしてまとめてお答えさ
せていただきます。個別に列挙された最終顧客
への配送場所であるEnumerated Indicator の
情報がもし得られない場合には，Another Reli-
able Indicator とかAlternative Reliable Indica-
tor といった対象企業独自のある程度柔軟な指
標の使用が認められており，さらにその収入の
カテゴリーによっては指標がもし入手できない
場合は，マクロ経済データに基づいて収入を按
分する配分キーの使用も認められておりますの
で，対象企業の販売先とか卸売業者が対象企業
からの協力要請に応じなければならない，何か
義務的な制度になるということでは必ずしもな
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いという点はご留意頂きたいと思います。
それから卸売業者経由の販売や部品販売につ
いて，最終販売地を特定するための合理的なス
テップ（Reasonable Steps）の意義については，
今回の利益A進捗報告書のパブリック・コン
サルテーションでも数多くコメントが寄せられ
ておりますので，全体的にビジネスの事務負担
が過大にならないようにしなければならないと
いうことや，あるいは各国においてはなるべく
統一的な運用がされるべきだということの重要
性を認識しておりますので，そのような観点か
らさらに議論に参加していきたいと考えており
ます。

〔多国間条約と既存の租税条約・国内法〕
それから本田さんから，多国間条約について
既存の租税条約の規定の修正あるいは条約の未
締結国との間でどういう形で新たな課税権が生
じるのか，それから国内法としても固有の論点
として手続き面も含めてどういう検討対象があ
るのかというご質問を頂きました。この点につ
きましては，まず利益Aを実施するための多
国間条約というものは，既存の租税条約がある
場合とない場合とにケースを分けて規定せず，
新たな課税権の配分や紛争解決に係るルールを
統一的な形で規定した条約になると見込まれま
す。それが既存の租税条約による制限，例えば
「PEなければ課税なし」という制限をオー
バーライドすると同時に，既存の租税条約の有
無に関わらず，利益Aの統一的な実施を可能
にするという枠組みを構築しようという形で現
在まさに，交渉されております。
利益Aというのは，そもそも全くこれまで
にない新しい制度になりますので，多国間条約
で課税権を認めるということにとどまらず，そ
の課税根拠となる国内法の整備が我々としても
必要になると考えておりまして，それはご指摘
のとおりです。課税ルールの多くの部分は条約
と国内法で共通して規定することになりますけ
れども，国内法固有の論点としては，例えば申

告手続きの簡素化とかそういった執行面の論点
が非常に大きいのではないかと思っております。
それから具体的な議論の内容は中々現時点では
細部までは申し上げられないのですけれど
も，１０月の公表が一応見込まれておりますので，
その１０月の公表に向けて執行に関するパブリッ
ク・コンサルテーションの文章の作成が今，鋭
意行われていると理解しております。

〔多国間条約実現の見通し〕
本田さんから重ねて多国間条約の発効に必要
なそのクリティカルマスの範囲や背景など，そ
れからこの多国間条約の実現の見通しについて
もご質問いただきました。利益Aというのは
多国間で統一的な形で課税権を配分するという
ものですので，最終親会社の所在地国が参加す
ることが非常に大事ということと，それから二
重課税の除去義務を負う国，これは先ほど申し
上げた軽課税国を含めてですが，そういった国
がなるべくたくさん参加して初めてワークする
多国間条約といった性格もありますので，そう
いう意味ではそういう国が多数参加して開始す
ることが望ましいと考えております。クリティ
カルマスの具体的な要件というのは，実はまだ
議論中ですのでここで申し上げられないのです
が，やはりより多くの国の参加を求めると，そ
れを待たなければいけないなど，時間的な遅れ
が生じますが，他方で早く少数だけでやっても
実効性がないということで，この２つのバラン
スを取って決めていくのかなというところです。
他の国の批准の見込みというのを見通すのは
なかなか難しいのですが，利益Aの実施を実
効性あるものとする観点からは，おっしゃった
とおり，やはりアメリカを含む多くの国が早期
にこの多国間条約に参加することが重要である
ということですし，その各国にとって受け入れ
可能な内容にならざるを得ないということで，
日本としても引き続き積極的に議論に参加して
いきたいと考えております。

― 155 ―



〔税の安定性〕
本田さんから税の安定性について現在の状況
のご質問を頂きました。第１の柱に関する税の
安定性（tax certainty）の議論ですけれども，
これはご案内のとおり２つありまして，利益
Aそのものについての certainty と，利益Aに
「関連する争点」（related issues）についての
certainty です。後者はすなわち移転価格税制
や PE課税の話ですが，２つはそれぞれ別個の
制度として検討されておりまして，前者の利益
Aそのものについての安定性については，途
上国を含め，全ての関係国において義務的・拘
束的な紛争解決が確保されることになっており
ます。
他方，後者の利益Aに「関連する争点」に
係る certainty については，一定の途上国に選
択的・拘束的紛争解決メカニズムの適用を認め
るという形になっておりますが，この選択的・
拘束的紛争解決メカニズムの対象国は，パブリ
ック・コンサルテーションの文書に条件が示さ
れておりまして，世界銀行の分類で低所得国か
ら upper middle income countries（高中所得
国）以下の国であるというのが１つ目の要件で
す。２つ目がOECD又は G２０の加盟国ではな
いということ。３つ目が，BEPS 行動１４のピア
レビューにおいて相互協議に関して改善を要す
るという評価を受けていないこと。４つ目が，
その相互協議統計上，暦年末の繰越件数が直近
３年の平均で１０件未満であることです。このよ
うな方向で議論されておりまして，経験や執行
能力の不足の面で懸念を持つ途上国への配慮と，
税の安定性への影響とのバランスをとるべく検
討されてきたものと理解しています。少し長く
なりましたが，以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 西方さん，どうもありがとうござい
ました。最新の議論状況まで反映していただき，
率直かつ分かりやすいご回答をありがとうござ
います。それでは以上で第１部の市場国への新

たな課税権の配分について終わらせていただき
ます。引き続き第２部，グローバル・ミニマム
課税に移りたいと思います。それではまた同じ
く西方さんからご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．グローバル・ミニマム課税

１．グローバル・ミニマム課税の概要
（西方） 続きまして第２の柱についてご説明
させていただきます。７ページに戻っていただ
けますでしょうか。

〔第２の柱（グローバル・ミニマム課税）〕国
際課税（西方）（７ページ）
先ほど第２の柱の３パターンの課税の仕方を
こちらでお示し致しました。復習になりますが，
対象となる企業は Pillar１の場合と違って年間
総収入金額が７．５億ユーロ，約１，０００億円以上
の売上がある多国籍企業が対象です。各国ごと
に最低でも実効税率が１５％になるように課税を
するというのが目的の仕組みで，３パターンの
課税の仕方があるという点を７ページでお示し
しております。

〔国内ミニマム課税（QDMTT）のイメージ〕
国際課税（西方）（２７ページ）
２７ページに飛びますが，こちらの３つのうち
の一番下にあるQDMTTについて，日本でも
導入しようと現時点では考えております。日本
の場合，ご案内のとおり，国・地方を合わせて
の実効税率は大体３０％，２９．７４％ですので，１５％
以下になることはないのではないかと普通は思
われるわけですが，例えば，国税の租税特別措
置を多く活用して，実効税率がぐっと下がって
１５％を割るケースもあるかもしれません。ある
としてもごく少数だとは思いますが，例えば，
そのような１５％を割るような形で租税特別措置
等により実効税率が落ちてきた場合，ここには
その１５％に戻すための，この右側の小さい上の
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矢印がありますが，ここにQDMTT課税をす
るための法制を立法するということになります。
これは我々が何か稼ぎたいというよりはむしろ
これをやらないと，例えば，日本企業の子会社
が，第２の柱を立法しようとしているイギリス
やフランスにあった場合には，イギリスやフラ
ンスからこの日本の親会社につきUTPR課税
を受けてしまう可能性があるということになり
ますので，外国からそのような Pillar２に基づ
く課税を受けないためのディフェンスとして，
この立法をした方がよいと考えております。

〔第２の柱（所得合算ルールのイメージ）〕国
際課税（西方）（２８ページ）
続きまして２８ページが所得合算ルールのイ
メージです。こちらは IIR によるミニマム課税
のイメージです。まず，その日本の企業の海外
子会社について，図にありますとおり，財務諸
表の税引前利益を使用しつつ，ここから灰色の
部分，つまり有形資産の簿価と支払給与の５％
を課税ベースから除外した上で，計算した実効
税率と１５％の差分の税率を掛けます。先ほど申
し上げた適用除外というこの灰色の部分をカー
ブアウトと言いますが，ここの部分はその優遇
税制等によって事業実態のある企業の誘致を図
っている国やそれを利用している企業に一定の
配慮を示すという観点で盛り込まれております。

２．GloBE ルール適用プロセス
〔GloBE（Global Anti―Base Erosion）ルール
の概要〕国際課税（西方）（２９ページ）
次に２９ページで，GloBE ルールの全体像を
お示ししています。ステップは大体５つに分け
られまして，まず適用対象となるグループ企業
をどうやって特定するかというのが Step１。
特定後，所得をどう定めるかというのが Step
２。それからその対象租税をどういうふうに調
整するか，あるいは，例えば，日本のCFC課
税のようなものとどう調整するかというのが
Step３。それから実効税率が１５％を超すのか

下回るのか，その実効税率の計算方法を示すの
が Step４。それから実際にどうやって IIR や
UTPRによって課税するのかというのが Step
５です。

〔Step１：適用対象となるグローバル企業及
び構成事業体（Constituent Entity）の特定〕
国際課税（西方）（３０ページ）
まずGloBE ルールの適用プロセスの Step１
ですけれども，こちらでその適用対象となる企
業，あるいはその子会社などを特定します。こ
こでは，第１の柱とは全く違うやり方でして，
先ほど申し上げましたとおり，まず連結ベース
で７．５億ユーロのグローバルな年間総収入の有
無を基準として判定するということで，直前の
４会計年度のうち，２会計年度以上でこの閾値
を満たすグローバル企業グループが対象です。
次にそのグループの中でも色々な持ち分とか支
配関係の子会社とか支店とかそういうものが含
まれていますが，基本的にはその連結財務諸表
上の連結対象とされる子会社，支店，これには
法人のみならず別個の財務諸表を備えるような
パートナーシップなども含まれます。以下は少
し細かいので省略致します。次に３１ページです。

〔Step２：GloBE 所得・損失（GloBE Income
or Loss）の決定〕国際課税（西方）（３１ペー
ジ）
GloBE ルール適用プロセス②ということで
Step２ですが，ここではその課税上の所得と
損失を決定します。まず各事業体は，最終親事
業体の連結財務諸表作成のために準備される，
グループ内の取引相殺前の個社の財務諸表上の
純利益をスタート地点として所得と損失の計算
を行います。この場合，個々の事業体の財務諸
表は，連結財務諸表で使用されている，IFRS
の他，その主要国で一般的に受け入れられてい
る会計基準，日本の J―GAAPなどに基づいて
作成される必要があります。Step２―２にあり
ますとおり，その各事業体の子会社等の財務会
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計純損益に対して，主に税務・会計間の差異調
整を目的としてここに書かれているような調整
を行います。国際海運所得の話は省略しまし
て，３２ページにまいります。

〔Step３：調整後対象租税（Adjusted Covered
Taxes）の決定〕国際課税（西方）（３２ペー
ジ）
この Step３が調整後対象租税の額を決定す

るところでありまして，財務諸表上の当期税金
費用に計上された対象租税の金額をベースに調
整を加えるということであります。これはその
税効果会計をベースとした繰延税金調整総額を
対象租税に加算，減算することで調整するとい
うことと，例えば本店所在地国，日本において
CFC課税をされている場合などには，その実
際の所得が発生している国・地域の構成事業体
にCFC租税を配分する，これをプッシュダウ
ンと呼んでおりまして，次の３３ページにそのプ
ッシュダウンの図があります。

〔STEP３―３：対象租税の他の構成事業体へ
の配分〕国際課税（西方）（３３ページ）
特に図の右側がそのCFC課税の例でありま

して，例えばこの真ん中のA国がもし日本だ
とした場合には，その日本のC社（親会社）
に対して日本がCFC課税をした場合には，そ
のCFC課税の基となった外国子会社Dが所在
するＢ国の実効税率を計算する上では，日本で
課税されたCFC課税分をそのB国での納税分
にいわば足し上げて，実効税率計算上はかさ上
げしてもよいというルールになっております。
続きまして３４ページにまいります。

〔Step４：実効税率（ETR）及びトップアッ
プ税額（Top-up Tax）の計算〕国際課税（西
方）（３４ページ）
Step４では実効税率をどう計算するか，そ
れによってどうやってトップアップ税率，上乗
せ税額を決めるかというところです。一番下の

計算式をご覧いただくと，実効税率というのは
まずその１つの jurisdiction ごとに，そこに所
在する子会社や支店などの構成事業体の全ての
調整後対象租税を足し上げまして，それをその
同じ jurisdiction 内に所在する構成事業体の全
ての所得を足し上げたもので割るということで
計算します。これがもし１５％より少ない場合に
は，その差分の税率（トップアップ税率）と，
下の対象所得，つまりその国の所得から先ほど
申し上げたカーブアウト部分を差し引いた部分
を課税ベース額として求めて，掛けることでト
ップアップ税額が決まるという仕組みになって
おります。
それから付け足しますと，少し上のところに
Step４―３のセーフハーバーという箇所があり
ます。これは実効税率が１５％を超える可能性が
高い国・地域に関する実効税率計算を不要とす
るなどの簡素化措置について，実施枠組み（Im-
plementation Framework）の中で検討・開発
予定で，具体的にどういう形でセーフハーバー
を設定するかということを議論しておりますが，
産業界の皆様からご要望があった，いわばこの
国・地域を指定して，この国だったらもう計算
しなくていいというホワイトリスト方式という
のは，実はOECDではあまり理解が得られて
おらず，ここはホワイトリストの意味ではあり
ません。ですが，他の意味でセーフハーバーの
手法を現在議論しているとご理解いただきたい
と存じます。

〔Step５：所得合算ルール（IIR）と軽課税所
得ルール（UTPR）の適用〕国際課税（西方）
（３５ページ）
３５ページにまいりまして，所得合算ルールと
軽課税所得ルールの実際の適用の場面です。原
則はこちらにありますとおりトップダウンアプ
ローチと言われており，例えば外国子会社の実
効税率が１５％未満であるために，その親会社が
所在する日本が，日本にある親会社に課税する
という場合ですが，そういう場合は日本にある
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最終親会社にまずは IIR をかけることを優先す
るという原則があります。もし仮にその最終親
会社がある国が第２の柱に伴う国内法制をまだ
立法していないという場合には，その次の中間
親法人のある国が IIR を課すことができるとい
うことです。例えばアメリカに最終親会社があ
った場合には，今回アメリカは第２の柱に係る
法制を導入していないので，次の中間親法人の
ある国が IIR を課すことになると考えられます。
あとは，例えば親会社がQDMTTを導入して
いない軽課税国に所在している場合，子会社が
ある日本がUTPRを導入している場合にはそ
の子会社が存在する国の側がUTPRとして課
税することができます。これはUTPRが，IIR
が発動されない場合のバックストップとして機
能していると言えるかもしれません。

３．各国の取り組み状況
〔諸外国における第２の柱（GloBE ルール）
の実施に向けた取組み状況〕国際課税（西方）
（３６ページ）
３６ページには各国の法制の状況が書いてあり
ます。先に申し上げてしまったところがありま
すけれども，まず欧州の方は，実はハンガリー
がEU内の全会一致をブロックしているという
状況でありましたが，この９月９日にドイツ，
フランス，イタリア，スペイン，オランダの５
か国の財務大臣クラスが共同声明を発行してお
り，ハンガリーの反対でたとえ全会一致に至ら
ない場合であっても，これらの政府は立法する
という強いコミットメントを示したという状況
であり，２０２３年に実施するという強い決意を示
したということがあります。
それからアメリカは先ほど来申し上げていま
すとおり，当初Build Back Better 法案に第２
の柱に対応した立法が盛り込まれる予定だった
のですが，最終的に議会で成立したインフレ抑
制法（Inflation Reduction Act）では GILTI は
改正されなかったということで，アメリカ独自
のミニマム課税というものが持ち込まれました。

しかし，これは第２の柱が求めるものとは似て
非なるものということで，第２の柱に対応した
ものにはなっていないと理解しております。
イギリスの場合はここに書いてありますとお
り，既に本年７月に「Multinational Top―up
Tax」という法案を公表し，来年末，２０２３年末
以降に開始する会計年度から適用するというこ
とを予定しているそうです。

〔新たな国際課税制度に係る今後の検討スケジ
ュール〕国際課税（西方）（３７ページ）
３７ページは今までのまとめのようなところで
はありますけれども，先ほど８ページでも触れ
ましたように，第１の柱に係る多国間条約の方
は２０２３年前半の合意と署名を目指し，２０２４年中
に発効を目指す一方，第２の柱については各国
とも２０２２年中の国内法改正と，２０２３年（一部は
２０２４年）の実施が目標とされております。日本
に関しては先ほど申し上げましたとおり，現時
点では第２の柱についてはこの IIR·UTPR·
QDMTTの３つのパターンの導入を図るべく，
可能な限り本年末の与党の税制改正プロセスに
お諮りして，来年の通常国会に提出していくこ
とを目指したいと考えております。以上です。

Ⅳ．グローバル・ミニマム課税に
対する意見・質問

―――――――――――――――――――――
（吉村） ありがとうございます。いよいよ国
内での法制化作業も今後進められていくことに
なるかと思います。皆さまのご関心も高い分野
であろうと思いますが，詳細にご説明いただき
ましてどうもありがとうございます。それでは
先ほどと同様，パネリストのお三方から今，頂
いたご説明に対するご意見，ご質問を頂戴して
いきたいと思います。最初に青山さんよろしく
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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（青山） 第２の柱についての詳しいご説明あ
りがとうございました。特にモデルルールが発
表されコメンタリーが詳細を明らかにしたこと
によって，かなり具体的な内容が明らかになっ
たということで，しかもそれに加えて今現在の
検討状況についての詳しい説明を頂戴しました。
私からは３点ほどコメントさせていただきます。

〔国内ミニマム課税〕
１番目は国内ミニマム課税についてです。

GloBE ルール構想の中で予測されていた高課
税国における追加税収効果については，今回こ
の国内適格ミニマム税が登場することによって
大きく減殺されると思われますけれども，これ
を内包したルール構想はBEPS への最終処方
箋，あるいは法人税を巡る底辺への競争への処
方箋としては有効である点で評価すべきである
と思います。ただし，適格性に関する要件合致
如何のモニタリングは重要であって，ピアレビ
ューで確保する方策などについて，租税競争プ
ロジェクトをけん引してきた我が国は中心的な
役割を期待されるのではないかと思います。先
ほど西方さんからは既にこの国内適格ミニマム
税について，我が国も実施する方向で検討との
ご説明がありましたので，今後の方針はよく分
かりました。

〔実施フレームワーク〕
２点目は実施フレームワークについてです。
これは第１の柱に比べて７．５億ユーロというこ
とで閾値が低く対象法人が多くて，新規に発生
するGloBE の情報申告書などを含めた納税義
務者のコンプライアンスコストは大きくなると
思います。その上で，これらに関する多くの事
項の決定が実施フレームワークの方に任されて
おります。特にビジネスの方で関心を持ってい
るのは，実効税率の計算ということになると思
います。というのは，我が国も含めてCFC税
制をやっているところでは，その下での実効税
率の計算という既に義務付けられたものがあっ

て，それと並行していくことによる負担の増加，
これが大変気になっているところです。先ほど
ホワイトリストはどうもOECDではあまり理
解が得られないということがありましたが，い
わゆるセーフハーバーとして例えばCbCRの
活用とか情報のテンプレート化など，こういっ
たものについては，ビジネスからの要望が高い
と思います。またその最終親事業体等での統一
提出，それから当局間協定による同情報の共有
など，こういったものもCbCRでの経験があ
りますので，これらを生かした簡素化がうまく
図れればいいなと思います。これらの内容につ
いての検討状況について追加的な情報がありま
したらお教えいただきたいと思います。

〔CFC税制との関連〕
３点目は先ほどのご説明では触れられており
ませんけれども，CFC税制との関連という問
題です。今回このGloBE ルールを国内法制化
しますと，低課税国への租税回避的な所得移転
に対して適用されてきた従来のCFCルールと
課税範囲がかなりの部分重なることとなります。
CFCルールについては我が国のハイブリッド
方式での対応が近年複雑化してコンプライアン
スコストが不当に高まっているという指摘が産
業界から根強くあります。両制度の立法趣旨の
違いから今回のGloBE ルール追加後は，第１
の柱と同様CFC税制と GloBE ルールの並行施
行とならざるを得ないと思いますけれども，重
複するコンプライアンスコストを考慮して
CFC税制の簡素化を期待する声が大きくなっ
ています。BEPS 行動３の勧告（２０１５年）にお
けるBEPS 防止機能強化に向けたCFC税制へ
の提言は，幾つかのオプションを示すにとどま
っていて，単一の制度提言を行っていません。
デジタル化の中で議論された内容も踏まえて，
ある意味もう一度行動３のあり方を考える必要
もあると思われ，特に我が国では経済活動基準
の中で営業実態の時代変化に沿わない形式的な
事業基準のあり方が問われ続けてきており，こ
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の点について個々の重要な修正が行われてきま
した。それらも踏まえて，今回CFC税制を見
直す良いきっかけになると考えます。
なお立法趣旨の違いに加えて，GloBE ルー
ルが７．５億ユーロの閾値で適用されるのに対し
て，CFC税制は中小企業それから個人も対象
とする制度立て付けであることから，移転価格
と利益Aの関係と同様，双方のカバー領域を
相互代替的な位置付けにはしにくいと思われま
す。令和４年の税制改正大綱で既存制度との関
係にも配慮しつつという表現がありました。こ
れに関してはもう既に経済産業省から来年度の
改正要望が出たと伺っていますが，このような
提案に対し，どのような検討がなされているの
か，もし現時点で可能でしたらコメントいただ
きたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 青山さんどうもありがとうございま
す。それでは続きまして坂東さんにご意見，ご
質問を頂きたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（坂東） 私からは少し多くなってしまいます
が，Pillar２は産業界の関心の高いところです
ので，５点質問・コメントさせていただきたい
と思います。

〔実務ガイダンス〕
まず１点目ですけれども，実務上分かりやす
いガイダンスが必要だと思います。本日 Pillar
２全体の内容を大変コンパクトに分かりやすく
ご説明いただきましたけれども，細部を見てい
きますとやはり非常に複雑な制度になっており
まして，数百社にものぼり得る子会社全てにこ
れを適用することを考えますと，適切に申告納
税を行えるか不安のあるところです。親会社が
欠損の場合でもCFC税制に基づく税額のプッ
シュダウンを行うことで良いか等，制度自体に

不明瞭な点もありますので，納税者の正確な税
務処理に資するガイダンスが必要と考えており
ます。
また制度だけではなく運用面でも不明瞭な点
があります。例えばGloBE 所得を算定するた
めに使用する子会社の財務諸表は連結財務諸表
の基礎となる数値を使用することとされていま
すけれども，通常，連結財務諸表の基礎となる
子会社の財務数値は速報値であって，かつ桁も
丸めた数字ということになります。期末後数カ
月以上かかる各子会社の確定値を待つのは現実
的ではありませんので，税務上も会計上の重要
性の考え方を受け入れて速報値を許容するとい
うことで良いのか，明確化が望まれるところで
す。あとは非連結の子会社や決算期のずれた子
会社の財務数値もいつのものを使えば良いか明
確ではないと思います。こうした運用面につい
ても，特に実務上の柔軟性に配慮した形でガイ
ダンスの発出をお願いできればと思っておりま
す。

〔導入スケジュール〕
２点目は少しくどくなって恐縮なのですが，
導入スケジュールについてです。英国が国際合
意から１年遅れの２０２４年からの導入を決めたほ
か，先ほど欧州の５カ国の共同声明のお話はご
ざいましたが，EUとしても１年遅れを想定し
ていると理解しており，韓国，スイスも同様と
聞いております。２０２３年からの施行ではやはり
準備期間が不十分というのは国際的にある程度
共通した見方になっているように思うのですが，
そうした中で日本が国際合意どおりの履行に拘
るとすればその理由は何か，仮に導入時期を遅
らせる可能性があるとすればそのきっかけは何
か，先ほどご説明いただいたポイントとやや重
複しますけれども，補足できるところがあれば
ご教示いただければと思います。

〔執行の簡素化と実務負荷の軽減〕
３点目は執行に関する簡素化と実務負荷の軽
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減についてです。まず，GloBE 情報申告書は
原則として各国の構成事業体が各国当局に提出
することとされていますが，CbCR同様，親会
社が自国の税務当局に提出して，それを税務当
局間で情報交換するというのが合理的だと思い
ます。当局間で協定を結んでいる相手国宛てで
あれば，親会社所在国経由での提出が可能とい
うことではありますけれども，なぜ全ての国に
協定締結を義務付けないのか疑問に思っており
ます。仮に協定締結の義務付けが難しい場合で
も，日本としてできるだけ多くの国を協定に巻
き込んでいただきたいと思います。
それからQDMTTについてですが，こちら
はGloBE ルールと同様の計算方法に基づくも
のだと思いますので，GloBE ルールと同様の
プロセスで算定するのが効率的ということにな
ります。そうしますと，情報収集や集計，それ
から税務調査対応，こういったものに親会社の
相応の関与が想定されると思っております。従
いまして，もし各国でルールが異なるようなこ
とがありますと多大な実務負荷が懸念されます
し，その目的に照らしても，国ごとの裁量を認
めずにGloBE ルールに基づくトップアップ税
と同一の計算方法で統一すべきだと思います。
またそもそもQDMTTを導入している国につ
いてはセーフハーバーとして除外するというこ
とでも良いのではないかと思います。これらの
論点に関しまして，Implementation Frame-
work の議論の方向性を含めて，可能な範囲で
お考えをお聞かせいただければと思います。

〔将来的なPillar２のルール見直しの可能性〕
４点目は少し気が早いかもしれませんが，将
来的な Pillar２のルール見直しの可能性につい
てお伺いしたいと思います。先ほども申し上げ
ましたとおり Pillar２はルールが非常に複雑で
あり，実際に運用していく中で色々と不合理な
点が見つかる可能性もあるのではないかと想像
しております。例えば先般，アメリカでインフ
レ削減法に基づいて導入が決まりました企業利

益に基づく最低税について，これはいったん納
税すると将来の法人税と相殺できるクレジット
になるということですけれども，Pillar２の実
効税率の計算上，こうしたクレジットは発生時
ではなく使用時に税の軽減効果を認識するもの
であるため，使用時に実効税率を押し下げて，
結果としてトップアップ税が生じる可能性があ
るという見方があるようです。仮にこの見方が
正しいとしますと，まさにアメリカが課税を強
化するために入れた税制によってむしろトップ
アップ税が生じてしまうということになります
ので，目的に適合しない課税が行われることに
なるのではないかと思っております。この例は
別にしましても，あらかじめルールの見直しを
検討する仕組みを用意しておかない限り，なか
なか運用開始後に見直しに着手することは困難
なのではないかと懸念しており，この点につい
てお考えをお聞かせいただければと思います。

〔CFC税制の位置付けの再整理，事務負担の
軽減〕
５点目は青山さんもコメントされていました
CFC税制との兼ね合いについてです。Pillar２
は今でこそ税率引き下げ競争の防止とレベルプ
レイングフィールドの確保に焦点が当たってお
りますけれども，特に当初はよりCFC税制の
目的に近い，軽課税国への利益移転による税源
浸食の防止という目的が前面に出ていたように
思います。その軽課税国への利益移転はすなわ
ち租税回避行為であり，税率引き下げ競争がそ
れを助長していたということですから，全く別
目的で２つの制度があるというわけでもないと
思っております。そうした中で Pillar２の政策
目的についてその変遷も含めていま一度ご解説
いただければと思いますのと，Pillar２導入を
契機としたCFC税制の位置付けの再整理の議
論について，ぜひ門戸を開いていただければと
思っております。
一方で事務負担の軽減の方ですけれども，こ
ちらについては様々ご配慮いただいていると認
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識しており，感謝申し上げたいと思います。最
近企業の中では生産性の向上がキーワードにな
っておりまして，人口減少や事業の複雑化に伴
って人材が不足する中，事務負担をそれに関わ
る人件費だけの問題として捉えるのではなく，
その人を高付加価値の収益機会に振り向けてい
たとした場合の逸失利益の問題，要は人の生産
性の問題というふうに捉えるようになってきて
いると思います。日本企業の生産性の低さが指
摘される中，欧米をはじめとするグローバル企
業と伍して戦っていくためにはやはり人材の有
効活用が重要ですので，Pillar２でせっかく構
築されたレベルプレイングフィールドで日本企
業が十分な力を発揮できるように，事務負担の
面でもお力添えをお願いできればと思います。
長くなりましたけれども，私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 坂東さんどうもありがとうございま
す。それでは続きまして本田さん，よろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（本田） 本田です。それでは私の方から第２
の柱についてのコメントと質問をさせていただ
きますが，青山さん，坂東さんと重なる部分が
あればご容赦いただければと思います。３点質
問とコメントをさせていただきたいと思います。

〔第２の柱の位置付け〕
まず１点目，第２の柱の位置付けという点で
すけれども，これはスケジュールとも関連しま
すが，米国のこれまでのスタンスとしましては，
第２の柱の実現を第１の柱よりも重視し優先し
てきたと考えられております。最近では第２の
柱の合意を確保するという観点で２つの柱の切
り離しの議論も見られております。また，元々
第２の柱についてはドイツ，フランスが共同し
て主導しこの経済のデジタル化への税制上の課
題と併せて議論されて，現在の包摂枠組みでは

２つの柱としてセットとして議論されてきたと
思われますが，この先進国の関心が特に強い第
２の柱を優先，ないしは２つの柱を切り離して
議論するという動きとなっているのではないか
と思われますが，その点はどのような状況か伺
えればと思います。

〔外国子会社合算税制の見直し〕
２点目は，これも青山さん，坂東さんと同じ
視点ですけれども，外国子会社合算税制の見直
しという点です。GloBE ルールの導入により
まして，最低税率の課税の下では，このCFC
税制の位置付けはその影響を受けて見直しが避
けられないと考えております。他方，CFC税
制の固有の問題として経済活動基準，以前の適
用除外基準の判定の複雑さ，それから課税対象
金額の計算上の技術的な難しさという点が最近
指摘されており，訴訟も多くなってきておりま
す。そういう意味では制度創設当初，会社単位
の合算課税という簡易な制度というメリットを
志向したというふうに位置付けられております
が，その面が失われてきているというのが現状
かと思われます。今後の見直しに当たっては，
こうしたCFC税制の固有の問題ですとか，現
在のハイブリッド型の税制となっているという
点，基本的な仕組みまで含めて見直すことも適
当な機会ではないかと思われます。また，この
ような関連制度を含めた制度全体の考察や検討
にはディスカッション・ドラフトといった方式
を通じて，広くインプットを求めて国際租税ポ
リシーを形成するという見直す方法も有効な手
段ではないかと思われます。近年の主要国の税
制改正をはじめ，OECDの主要なプロジェク
トの議論の進め方も，ディスカッション・ドラ
フトを通じて広くインプットを求めて最終的に
合意形成をするという手法ですので，参考とす
べき時期ではないかと思っております。

〔STTRの検討状況〕
３点目に，第２の柱の中では，GloBE ルー
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ルと独立して，租税条約上の最低課税ルールと
いう STTRも含まれており，昨年１０月の大枠
合意では，途上国にとって，この STTRが第
２の柱の合意を達成するためには重要であると
いうことを明記するとともに，途上国が租税条
約に STTRを導入することを求めた場合には
それを導入するという形になっております。第
２の柱では，GloBE ルールが中心となって議
論が進められており，STTRはあまり注目さ
れていないと思われますが，今後の新興国，そ
れから途上国との間の租税条約の締結，また，
租税条約の適用においてもインプリケーション
が大きいというふうに思っておりますので，こ
の STTRの検討状況などについても伺えれば
幸いです。私の方からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（吉村） 本田さん，どうもありがとうござい
ます。制度の簡素化に関する質問や，既存の
CFC税制との関係などを中心にお三方から幅
広く質問が出たかと思います。それでは今のご
意見，ご質問を受けまして，西方さんの方から
ご回答いただければと思います。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

（西方） 分かりました。色々とご質問，ご意
見を頂きましてありがとうございました。まず
本田さん，坂東さんから，その第２の柱の位置
付けや導入スケジュール等々についてご質問頂
きました。また，本田さんから先進国の関心が
強い第２の柱を第１の柱よりも優先するとか，
又は「２つの柱」を切り離して議論するという
動きがあるのではないかというご質問を，坂東
さんからは第２の柱の導入の時期に関するご質
問も頂きましたので，まとめてお答えさせてい
ただきます。

〔第１の柱と第２の柱の関連〕
まず国際課税の第１の柱と第２の柱は，その

大枠がパッケージとして，昨年１０月に国際的に
合意されました。しかし第１の柱はマルチ条約
が必要だということで一緒に合意する必要があ
り，第２の柱の方は既に決まったモデルルール
に従い，実施自体は各国の裁量で，各国の国内
法のみで実施できるといった違いがあります。
従いまして，各国におけるそれぞれの柱の実施
に関しますと，実施のタイミングというのは必
ずしも同時でなくてもいいのかなという感じで
おります。
第２の柱につきましては，既にOECDより
各国の国内法のモデルルールが公表されており
ますし，また主要各国においても先ほど申し上
げましたとおり法制化に向けた動きがあると承
知しております。我が国としてもこうした諸外
国の動向，それから先ほど申し上げましたまさ
に Implementation Framework に立法上必要
とする事項が多数含まれていることが見込まれ
ますので，早いファイナライゼーションを求め
てタイミングなどを踏まえたところで，令和５
年度以降の税制改正に国内法の整備をしたいと
考えております。他方，第１の柱につきまして
は，先ほど申し上げましたとおり実施に向けた
目標が１年ずつ後ろ倒しにされましたので，仮
に再設定されたスケジュールに沿って多国間条
約の署名が２０２３年の前半までに行われるという
ことを前提とすると，我が国における法制化は，
一般的には令和６年度以降の１年遅いタイミン
グになるかと考えております。いずれの柱につ
きましても，可能な限り早期に国内法を整備す
るというのが望ましいと考えております。
第２の柱の実施時期について，先ほど坂東さ
んからもご指摘いただいておりますが，実際の
適用開始までに事業者の皆様の準備期間等必要
であるということは我々も重々承知しておりま
す。今後とも産業界の皆様からよく意見をお伺
いしながら，あるいは外国においてもいつ適用
されるか，日本が適用していなくて外国が適用
していると，先ほど申し上げたとおり日本の企
業が外国から Pillar２の課税を受けてしまうと
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いうこともあるので，我々としてはやはり外国
に遅れるわけにもいかないという，両睨みで考
える必要があると思います。あとは日本企業が
外国における申告納税というのが当然必要にな
る場合も考えておりますので，そういう意味で
も適用開始の時期については検討してまいりた
いと考えております。
それから青山先生からはQDMTT（国内ミ
ニマム課税）についてのご指摘をいただきまし
てありがとうございました。まさにご指摘のと
おり我が国としても国内ミニマム課税の立法化
に向けて，きちんと準備を進めていきたいと考
えております。

〔セーフハーバー〕
青山さんからのセーフハーバーの議論，検討
状況，特にその Implementation Framework
の中で簡素化に向けたセーフハーバーの議論の
検討状況についてご質問がありました。我々と
してもこのセーフハーバーは産業界の皆様のご
負担を軽くするという意味で，簡素化の議論は
非常に大事だと思っております。ただ現在具体
的な点については Implementation Framework
の交渉中で，多岐に渡る話が色々と進んでいる
ものですから，具体的な話はここでは差し控え
たいと思います。ただ１点申し上げるとすると，
先ほども少し触れましたが，ホワイトリストで
す。例えば法定税率が高いとか，そういう juris-
diction をリストアップして，そこにある子会
社や企業については，もう計算しなくていいと
いったホワイトリストのやり方については，そ
の実効税率と法定税率が違うということや税の
優遇措置も個々の企業によって適用措置が変わ
ってくるということなので，jurisdiction とい
う切り口で一律にホワイトリストを事前に確定
するのはなかなか難しいというのがOECDの
中での議論の状況です。

〔実務上の分かりやすいガイダンス〕
実務上の分かりやすいガイダンスの必要性に

ついて坂東さんからご指摘を頂きまして，親会
社が欠損の場合のCFC税額のプッシュダウン
ができるのかできないのかなど，そういう制度
の明確化あるいは実務の柔軟性に配慮したガイ
ダンスの発出について，ご意見を頂きました。
第２の柱につきましては現在，Implementation
Framework の合意に向けて議論を続けている
ところですが，その中でまさにそのプッシュダ
ウンの具体的なケースについて議論をしている
ところです。そこをGloBE ルールと例えば
CFCとどういう形で折り合いをつけるかとい
うところを，今まさに議論しているところでし
て，こういう調整が必要な事項についてはこれ
からも産業界の皆様からご意見を頂きながら，
国際的な議論に参加していきたいと考えており
ます。
令和５年度以降の税制改正において，この
Pillar２に基づく国内法の整備を行っているわ
けですが，当然ながら国税庁においても税制改
正後に法人税の基本通達等を改正するとか，パ
ンフレットやあるいはFAQなどを通じて制度
内容の周知等には力を入れて，制度の適正かつ
円滑な執行に向けて対応してまいりたいと考え
ております。

〔執行の簡素化・実務負担の軽減〕
併せて坂東さんからは執行に関する簡素化，
あるいはその実務負担の軽減についてGloBE
の例えば情報申告書や，QDMTTに関する Im-
plementation Framework の議論の状況につい
てご質問がございました。この Pillar２の
GloBE 情報申告書の提出につきましては，ご
指摘のとおりモデルルールにおいては原則とし
て各子会社などの事業体がその所在地国で提出
することとされてはおりますが，一方でその最
終親会社，最終親事業体等が所在する国・地域
との間で，もし適格当局間合意というものが締
結されていれば，その jurisdiction との関係で
は最終親会社が，例えば日本にあれば日本に提
出するということで足りるという議論もありま
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す。仮に租税条約に基づく適格当局間合意を義
務にしてしまうと，第２の柱という国内法で実
施することが可能なものでもあるにも関わらず，
実施のために条約の策定が必要になってしまう
ということがあり，実施に時間を要するという
ことなので，そこは少し第２の柱の実効性が損
なわれてしまうのではと考えられております。
我が国としては，当該モデルルールの規定を前
提として，安定的な運用の観点から各国間で適
格当局間合意の締結が進められるということが
望ましいと考えております。
また，QDMTTについてもご指摘いただき
まして，GloBE ルールに基づいて，Pillar２の
ルールに基づいた各国統一的な制度を導入する
ことが重要であるというご意見については非常
に重要なご指摘だと考えております。現在，Im-
plementation Framework においてQDMTT
を含む Pillar２全体のルールについて，お互い
がその適格性をきちんと議論する，先ほどピア
レビューという話もありましたけれども，そう
いうルールを議論していまして，お互いきちん
と qualified かどうかを統一的に判断できるよ
うなプロセスの検討が行われております。

〔将来的なPillar２のルールの見直しの可能
性〕
坂東さんから，将来的な Pillar２のルールの
見直しの可能性について，あらかじめルール見
直しを検討する仕組みを用意しておくべきでは
ないかというご指摘も頂きました。ここは中々
正直難しい感じはありますが，ただご指摘とし
ては承りたいと存じます。いずれにしても今，
第２の柱については非常に精力的な議論が行わ
れておりまして，Implementation Framework
でかなり多くの点を明らかにしようとしている
ところでございますので，そこにまず早期のフ
ァイナライゼーションに向けた議論に注力した
いと思っております。

〔第２の柱とCFC税制の見直し〕
青山さん，本田さんから，CFC税制との関
係について多数ご指摘いただきましてありがと
うございました。あるいは坂東さんからもCFC
税制の位置付けの再整理が必要だというご指摘，
企業の事務負担の面から見直しをというご指摘
を頂きました。CFC税制についてはまとめて
お答えさせていただきますと，CFC税制は先
ほどの話にもありましたとおり，実態のない外
国子会社等を利用した租税回避に対処すること
を目的としています。これに対して，第２の柱
におけるこの所得合算ルールというのは，グ
ローバル企業グループが稼得する所得に対して
国別に租税負担というものに着目して，国際的
に合意された最低税率までの課税を実質的に確
保することで，企業の公平な競争条件を確保す
るとともに，あるいは各国が法人税の race to
the bottom に陥ることを防ぐ，歯止めをかけ
るということを目的としております。先ほど青
山さんからもお話がありましたとおり，両制度
の目的は異なるというふうに認識しております。
第２の柱につきましては先ほどの話にもあり
ましたとおり，市場国でなく軽課税国に拠点を
置いてビジネスを行うことで税負担の軽減を図
るということが，経済のデジタル化によってよ
り容易になってきたということなので，各国の
法人税収の基盤の弱体化とか，あるいは税制面
での不公平な競争といった問題がより強く認識
されるようになったという点が背景にあると考
えられます。軽課税国への利益移転による租税
回避の防止は，CFC税制などによって対応が
図られているところでございますが，これに対
して第２の柱の話は事業の実態があるかどうか
ということにかかわらず，あるいは租税回避の
リスクがあるかどうかにかかわらず，あるいは
ない場合においても１５％までは最低税率として
確保するのだということを目的とした制度だと
我々は理解しております。
CFC税制については先ほど青山さんからご

指摘がありましたとおり，令和５年度税制改正
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要望として経済産業省から改正要望が提出され
ており，具体的には３点ありました。１つは
CFC税制の対象となる外国子会社の絞り込み
を図ってほしいということ。２つ目が先ほどの
話にもありました経済活動基準を実態に合わせ
て見直すべきではないかということ。３つ目に
ついては手続き面で外国子会社所得の親会社所
得への合算時期を見直して，ずれがないように
した方がいいのではないか，あるいは第２の柱
で実効税率を計算するということがありますの
で，CFC税制で同じような計算をするのであ
れば，双方で必要となる情報を相互に利活用で
きるようにしてほしいといった内容。大きく分
けてこの３つを頂いたと理解しております。
当然これまで税制改正要望の処理の途中段階
なので，結論はまだ出ておりませんが，我々の
今の基本的な考え方ということで申し上げます
と，第２の柱とCFC税制というのは，繰り返
しになって恐縮ですが，それぞれ異なる目的を
有する制度であるということに立ちますと，ま
ず第２の柱を導入するからといって例えば
CFCをやめるとか，CFCを弱めるということ
には我々としては乗れないところです。それぞ
れ違う目的でありますので，やはりそのCFC
の租税回避防止の効果を弱めるような改正は，
なかなか受けられないというところがあります。
ただ，第２の柱の導入に伴って，先ほどからお
話のありましたとおり，企業の事務負担が非常
に増えるということは確かだと思っております
ので，そういう事務負担の軽減という観点で見
直しを図りたいとは考えております。これから
まさに，CFC税制の見直しは検討するところ
でございますので，今日のような機会を含めて
皆様から色々なご意見を受けながら，意見交換
をさせていただきたいと存じます。

〔STTRの検討状況〕
最後に本田さんから租税条約上の最低課税
ルール，Subject to Tax Rule，STTRの検討
状況についてご質問がありました。この Sub-

ject to Tax Rule については，モデル規定のフ
ァイナライズに向けて現在もOECDで議論が
行われているところです。昨年２０２１年１０月の最
終合意では，ある国において優遇税制を考慮し
た後の名目法人税率が最低税率９％を下回る場
合には，その国が途上国から要請されたときに
限り，STTRの導入義務が生じるというふう
にされております。ですので，我が国の税率等
を踏まえると，我が国が STTRの導入を義務
付けられるということは，基本的に想定されて
いません。ただその STTRの導入の必要性そ
のものについては，最終的な制度設計とか条約
相手国の税制等も踏まえて個別に判断すべきと
考えておりまして，導入による我が国への影響
を考慮して今後検討していきたいと考えており
ます。STTRに関する作業は実は第１の柱の
主要論点の議論がかなり優先されている事情も
ありまして，少し議論は中断しているという状
況にあります。以上でございます。

おわりに

―――――――――――――――――――――
（吉村） 西方さん，どうもありがとうござい
ました。ここで時間となりましたので，第２部
を終了したいと存じます。本日は経済のデジタ
ル化に伴う課税上の課題への対応について，そ
の実施に向けた動きが進む中，最新の状況を基
にご議論いただきました。今後さらに国内実施
に向けた議論が具体化していくかと思います。
昨年と比べてもかなり密度の濃い議論ができた
のではないかと思います。本日の議論を拝聴し
て，私もより一層深い理解を得ることができた
ところです。パネリストの皆さんに改めて感謝
申し上げたいと思います。
それではこれで国際課税に関するパネルディ
スカッションをお開きにさせていただきます。
ご協力どうもありがとうございました。
―――――――――――――――――――――
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